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カ
ン
ト
の
平
和
の
法
思
想
に
つ
い
て

1

1

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
憲
法
原
則
と
の
関
連
の
検
討
l
l
l

深

瀬

d忠

次

一
、
序

二
、
ヵ
γ
ト
の
永
久
平
和
論
の
構
成
と
概
要

一
二
、
ヵ
γ
ト
の
永
久
平
和
論
と
ブ
ラ
γ
ス
革
命
の
憲
法
原
則
正
の
関
連

山
カ
γ
ト
の
永
久
平
和
論
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
思
想
・
原
則
、
と
の
類
似
と
相
違

ωフ
ラ
ソ
ス
革
命
と
カ
ン
ト
の
永
久
平
和
論
固
有
の
思
想
、
ど
体
系
の
検
討

凶
、
結
び
に
代
え
て
|
|
「
永
久
平
和
の
た
め
に
」
と
現
代
平
和

序

カ
ン
ト
の
「
、
氷
久
平
和
の
た
め
に
!
哲
学
的
草
案
」

「
全
哲
学
思
想
の
終
局
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、 (N
c
g
m，
3
m巾
ロ
司

HFa巾
P
開

gHur--o由
。
回
以
}
回
目
白
ロ
ゲ
巾
同
開
口
件
当
ロ
ユ
]
{
斗
m
w
U
)

え
る
こ
と
が
で
き
、

は
、
彼
の

こ
れ
を
世
界
の
戦
争
と
平
和
の
思
想
史
上
最
も
重
要
な
著
作
の
一
つ
に
数

ま
た
、
核
時
代
の
今
日
極
め
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
続
け
て
い
る
近
代
平
和
思
想
の
「
古
典
」
で
あ
る
、
と
い
っ
て
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説

も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

論

カ
ン
ト
の
平
和
論
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
数
多
く
の
詳
細
な
研
究
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、

か
っ
そ
れ
が
彼
の
「
全
哲
学
体
系
」
の
深
い
理
解
と
関
連
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
筆
者
の
本
小
稿
が
そ
れ
を
本
格
的

に
研
究
論
述
す
る
必
要
も
な
け
れ
ば
、
能
力
・
余
裕
も
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、

カ
ン
ト
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
深
い
共
感
を
示
し
、
そ
れ
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
多
く
語
ら
れ
る
と
こ

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
憲
法
原
則
と
の
関
連
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
平
和
思
想
を
検
討
し
た
論
稿
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は

ろ
で
あ
る
け
れ
ど

あ
ま
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。

筆
者
と
し
て
は
、

そ
の
法
思
想
史
的
背

既
に
、
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
憲
法
に
お
け
る
征
服
戦
争
放
棄
条
項
の
成
立
と
意
義
」
に
つ
い
て
、

景
に
遡
り
つ
つ
検
討
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
が
、
同
革
命
憲
法
の
理
念
と
そ
の
実
際
を
観
察
し
つ
つ
彼
の
平
和
思
想
を

深
化
し
体
系
化
し
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
フ
ラ
ソ
ス
革
命
の
平
和
の
法
思
想
と
の
関
連
を
探
る
と
い
う
側
面

か
ら
、
筆
者
が
入
手
参
照
し
え
た
カ
ン
ト
に
関
す
る
わ
が
国
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
等
の
研
究
丈
献
に
依
拠
し
つ
つ
、
カ
ン
ト
の
平
和
の
法
思

想
に
つ
い
て
省
察
を
試
み
る
こ
と
は
無
意
義
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。

こ
こ
に
、
矢
田
先
生
か
ら
多
年
に
わ
た
り
、
ド
イ
ツ
・
オ
l
ス
ト
リ
ヤ
政
治
史
等
に
関
す
る
多
く
の
優
れ
た
著
書
の
御
恵
贈
等
に
よ
り

絶
え
ず
教
示
激
励
を
た
ま
わ
っ
た
こ
と
へ
の
深
い
感
謝
の
気
持
を
表
わ
し
た
い
と
、
小
稿
は
覚
え
書
き
的
論
稿
な
が
ら
、
急
ぎ
草
し
て
寄

稿
す
る
次
第
で
あ
る
。

(
l
)
南
原
繁
、
ヵ
γ
ト
に
於
け
る
世
界
秩
序
の
副
社
念
、
国
家
と
宗
教
、
岩
波
書
応
、
一
九
四
八
年
(
一
九
四
三
年
第
一
刷
)
、
二
一
一
九
、
一
凶
一
頁
参
照
。

「
カ
シ
ト
の
平
和
論
は
か
く
て
、
彼
の
認
識
論
、
道
徳
論
、
法
理
論
、
及
び
歴
史
哲
学
の
諸
基
礎
思
想
が

τ町
山
に
組
合
し
て
、
彼
の
哲
学
の
全
体
系
を
反

映
す
る
と
こ
ろ
の
一
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
を
形
造
っ
て
い
る
。
」

北法29(3-4・94)442



門
中
ザ
(
出
品
・
申

l
c
a
N山
品
村

号車*lil+主主， -R;，ム Q P，ト~~' 1 干の¥¥¥社。

ユr:~~' í係《持ト~;程」ム-t -"'':(.\.2兵 tムIffil~具合){l-R λιQ削除~0 ム\-"主将従 11\詮・ 4らま単語81fi' 事:a;f]伴--¥Jm+t:;i<:i.qW ポや<~司F

4くく品十' くく)nr(ì1:;:;~O

("') J. Ter Meulen， Der Gedanke der internationalen Organisation in seiner Entwicklung， Bd !， Nijhoff， 1917， S. 314-339; 

F. H. Hinsley， Power and the pursuit of peace， Cambridge U. P.， 1963， p. 62-80; 

C. J. Friedrich， !nevitable peace， Harvard U. P.， 1948， p. 164 et S.; 

W. Schiffer， The legal community of mankind， Columbia U. P.， 1954， p. 108-115; 

羽T.B. Gallie， Philosophers of peace and war， Cambridge U. P.， 1978， p. 8-36; 

C. L. Lange， Histoi民 dela doctrine pacifi.que et de SQn inftuence sur le d毛veloppementdu droit internationa¥' Rec. 

des Cours， 1926， III， p. 347-353; 

Th. Ruyssen， Les sources doctrinales de l'internationalisme， t. III， P. U. F.， 1961， p. 149-152; 

A. Brimo， Les grands courants de la philosophie du droit et de l'Etat， Pedone， 1978， p. 145-153， etc. 

(円)純白衆議， iミ〉ム Q当-~:程--\J\$::l三F 慎一侯 Q政事語長{名目:>t\民'稿料記， ¥ ~-\l<社， ¥ 111や-1・R長)nr(O
《監~~話， 11やQ伴**'宅-f{Iトt<-4t<--¥J-R;'ム， ~ト~Q程It:--\J 翁~.:ilト Q;程書記' ヨ図書当制E也， 1~平 11羽， '1 g] 11ー‘11く1(¥J!ll:。
同盟縫'昨日~Q醤鎮静'ヨロ普通議制ill' 1千引くく社ト〆同c-)同g:]m(。

除草~~富-K主査〆巨ト~Q H@再建， 1十異議制m' 1 ~1く干ミ社'兵 11-~同断。

it1田鎖どト'官軍ギQ捕監E週間'議団(現在1腿誕 Q .\.2{;~' 惟十ぐ制E也， 1 ~ギ〈社， 1111<-1田1]m(' 調和。

(ザ)K. Forlander， Kant und der Gedanke des Volkerbundes. mit einem Anhange; Kant und Wilson， F. Meiner， 1919; 

L. K. Zickendraht. Kants Gedanken uber Krieg und Frieden， Mohr， 1922; 

M. Adler， Kant und der ewige Friede. in Kant und der Marxismus. Laub'sche Verlagsbuchhandlung， 1925; etc. 

(ー)(，吋制経Q234ミ笹田正1EE霊何回1E亘O]m(.土*1~'!1é!纏桝 Q ì1:;:;~制緩みJ ，ぜ司。

-R;， ι~~←向車主権(自活)制緩 Q^'"'必'草il EE.t¥ 11く， iミ〉ムQ州灘--¥Jl!自殺-R;，ム (起Ill{:; Q~料理尽)' を省く<~標記'

-S4限引きま¥l:' -R入ム Q~ê;i~票当' 以4く召援.qM'1・民主)11叶。

1 ・民

'1-1ミム，)1¥社。

ν
F
J
P
U
F取
回
、
巡
(
町
{
]
時
牛
i
Q
ム
入
b
n



説

K
-
D
・
エ
ル
ト
マ

γ
、
成
瀬
治
訳
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ

γ
ト
の
思
想
に
お
け
る
戦
争
と
平
和
、
西
洋
史
学
八
五
号
(
一
九
七
二
年
)
、

頁。十
u
館
喜
代
治
、
世
界
主
義
思
想
の
研
究
、
弘
文
堂
、
一
九
七
二
年
、
五

O
四
l
五
四
五
頁
。

恒
藤
武
二
、
カ
ン
ト
の
法
思
想
、
法
思
想
史
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
、
三
六
九
1

三
八
五
頁
。

原
因
鋼
、
ヵ

γ
ト
の
政
治
哲
学
、
有
斐
閥
、
一
九
七
五
年
。

八
木
鉄
男
、
ヵ

γ
ト
の
永
久
平
和
論
、
録
法
研
究
所
、
平
和
思
想
史
、
法
律
文
化
社
、
一
九
六
四
年
、
一
一
一
一
一

l
三
五
頁
、
を
参
照
し
た
。

な
お
邦
訳
と
し
て
は
、
カ
ソ
ト
、
高
坂
正
顕
訳
、
永
遠
平
和
の
為
に
、
岩
波
文
庫
、
一
九
四
九
年
を
一
応
参
照
し
た
。
た
だ
し
、
重
要
部
分
に
つ
い
て

は
関
白
包

g
z
a
-
町
-
Z
H
g
-
2
2
p
ロ
忘
年
の
新
増
補
版
原
典
に
あ
た
っ
た
(
高
坂
諸
論
文
に
対
し
て
は
、
前
掲
片
木
論
文
の
批
判
あ
り
。
カ

γ
ト

研
究
者
を
称
す
る
者
は
自
ら
の
理
論
と
実
践
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
厳
し
い
倫
理
的
・
人
格
的
一
貫
性
と
自
己
批
判
が
要
請
さ
れ
よ
う
)
。

(
5
)
邦
訳
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
ミ
ル
キ
ヌ
日
ゲ
ツ
ェ
ヴ
ィ
チ
、
小
田
滋
・
樋
口
陽
一
訳
、
憲
法
の
国
際
化
、
有
信
堂
、
一
九
六
四
年
(
原
本
は
一
九
三
三

年
)
、
二
八

O
i二
八
二
頁
。

(
6
)
深
瀬
忠
一
、
戦
争
放
棄
と
軍
備
撤
L

岡
山
の
法
思
想
史
的
研
究
出
、
憲
法
の
現
代
的
課
題
、
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
、
一

l
二
三
六
と
く
に
一
七
四

l
一一二

八
頁
(
法
思
想
史
と
略
)
。

(
7
)
の
・
〈

Fnrcp
戸
田
宮
口
芯
伶
匂

O
E
5
5
号
州
内
S
F
]
V・
C
-
?
s
s・
5
S
B
5
3
7
句・日仏∞
l
g
N
に
、
小
稿
は
最
も
負
う
。

ま
た
、
〉
ロ

E
-
g
p
H
ν
r
-
2
0℃
r
H
O
Y
-
-
E
E
P
】

U・
c・
?
?
ι
・
5
S
が
、
特
集
号
を
出
し
、

C
M
E
g
g
-
E
O
匂
O
E
5
5
r
H内
E
同
を

扱
う
。
と
く
に
参
照
し
た
所
収
論
文
は
、

(U・ト『・

H11伶《凶ユ
nr.Hlw。
m
g山
田
己
吋
}
同
日
vmwHM-ω
日
唱
。
回
目
巳
。
ロ
ロ
め
ロ
可
丘
町

Lmg凹

EHUz--mo-L回目。

B
O
E
r
L巾
同
m
R・
匂
・
ロ
由
1IHSU

吋『・

HN5函
Z
P
H
h
m
-
E
D
S
M
M
E
O
仏
m
w
-
d
F
a
a
z
m
o
Zロ
民
俗
ロ
F
司・

ωωl白川

MV・
出
S
S
R
-
山門口白昨日

g

p

u
℃在日
0
8匂
}
回
目
巾
宮
町
内
山
』
ロ

m
n
r
S
M州向ロ
F
司・

31HOUU

何
者
巳
f
H
Fロ
同
町
二

m
y
oゲ
-
E
m
f
-
;。
-
X
F
A
E
-
-
T
P

対

-MMG]山口
w戸
。
印
円
。
]
己
目
。
口
町
仏
ロ
ヨ
wE10
岱〈
2
8
5
n
O己
即
日
。
問
。
ロ
〈
冊
目
同
ロ
同
品
目
凶
ロ
由
日
間
旬
。

E
S
Z巾
仏
角
川
何
回
ロ
fH)・
5uiH∞吋
u

z
・
HWCゲ
ゲ

F
U
E
H
ロ
D己
g
m
円

-og--σOH広
【
回
目
ロ
田
宮
町
ogboM)♀
E
G
E
O
仏め州内
8
7
H
V・
5
日
lロ
タ

〕
/
戸
〈
ニ

-4・
関
白
具
合
S
P
E
c
-
H
O
仏ロ門
r
o
-
-
M
y
g
i
a
.

一
九
1

二
九
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H
U
S
H
-
F
u〉
戸
O
B
P
間
5
2
F
m
A
r
c円
三
芯
ロ
同
門
知
ロ
包
U
P
句
・
代
-m.・4
5お
'
司
・

5
印

iH4f

。・

Hycoon-r
の
氏
自
由
ロ
吋
自
己
吾
開
明
円
。
ロ
円

r
H
N
2
0
-ロ巴
c
p
戸
ロ
ロ
問
自
由
ロ

P
S
Nア
匂

-
N
g
i
N
∞ω・

N-
回

m
w
g
n
E
(『門田間・)・

ζ
巳
2
-
m
z
g
N
C
開
山

g
g
H
N
2古
田
市

E
Z
S
Z
F
s
a
-
叶
包
戸
品
川
町
片
山
口

N
O
E
R
Z
同

2
9日
E
H
-
c
ロ
(
未
見
)
。

以
上
、
本
稿
の
註
冒
頭
に
主
要
参
照
文
献
を
列
記
し
た
。
以
下
と
く
に
断
わ
り
の
な
い
か
ぎ
り
、
本
文
に
お
い
て
、
上
記
文
献
の
著
者

名
と
頁
数
の
み
を
表
示
し
て
引
用
な
い
し
参
照
を
表
示
す
る
。

カ
ン
ト
の
永
久
平
和
論
の
構
成
と
概
要

カ
ン
ト
に
は
、
「
厳
密
な
意
味
で
の
政
治
哲
学
は
な
い
よ
そ
れ
は
「
道
徳
哲
学
に
基
づ
き
、
歴
史
哲
学
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
、
法

τム
哲
学
の
政
治
的
帰
結
」
と
い
う
べ
き
だ
と
い
わ
れ
る
(
凶
器

E
2ゐ
-
E
H
)。

ヵγ トの平和の法思想について

次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
。
「
カ
ン
ト
に
於
て
政
治
は
法
概
念
に
根
拠
し
て
、

す
る
先
天
的
形
式
的
原
理
の
問
題
で
あ
り
、
自
由
は
そ
の
内
的
及
び
外
的
関
係
の
執
れ
に
於
て
も
唯
法
則
の
普
遍
妥
当
性
に
於
て
成
立
し

否
、
客
観
的
法
則
と
自
由
は
同
義
で
あ
る
こ
と
、
こ
こ
に
道
徳
上
の
『
人
格
』
の
観
念
が
構
成
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
国
家
は
内
的
道
徳
の

ま
た
、

道
徳
と
相
侯
っ
て
等
し
く
人
間
『
自
由
』
に
関

固
に
対
す
る
外
的
法
律
の
国
と
し
て
目
的
そ
れ
自
身
、

一
簡
の
人
格
で
あ
る
こ
と
、
随
っ
て
、
国
際
の
関
係
に
於
て
諸
国
民
の
自
由
が
決

定
せ
ら
れ
、
人
類
の
自
由
が
確
立
せ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
必
然
に
客
観
的
法
的
秩
序
の
創
設
が
要
求
せ
ら
れ
る
こ
と
、
而
し
て
政
治
の
主

観
的
格
律
に
基
づ
く
戦
争
の
止
揚
を
意
味
す
る
『
永
久
平
和
』
は
道
徳
論
に
於
て
の
徳
と
幸
福
の
原
理
の
綜
合
た
る
最
高
善
の
概
念
に
照

応
す
る
所
の
政
治
上
の
最
高
善
と
し
て
、
正
義
と
そ
れ
に
伴
ふ
安
寧
の
綜
合
で
あ
り
、
こ
こ
に
倫
理
的
共
同
体
の
理
念
た
る
『
神
の
国
』

と
関
連
し
て
『
永
久
平
和
の
国
』
の
理
念
が
要
請
せ
ら
れ
る
」
。
カ
ン
ト
の
「
世
界
的
秩
序
の
道
徳
的
及
び
宗
教
的
基
礎
」
(
そ
し
て
法
と

北法29(3-1・97)115



説

国
家
と
の
関
連
を
示
唆
)

に
つ
い
て
の
優
れ
た
要
約
で
あ
ろ
う
(
南
原

一
六
七
頁
)
。

カ
ン
ト
が
「
永
久
平
和
の
た
め
に
」
を
書
い
た
の
は
、
彼
が
七
一
段
。
そ
れ
は
、
三
大
批
判
を
出
版
(
純
粋
理
性
批
判
一
七
八
一
年
、

論

実
践
理
性
批
判
一
七
八
八
年
、
判
断
力
批
判
一
七
九

O
年
)
後
老
熟
の
域
に
達
し
た
大
哲
学
者
が
青
年
を
凌
ぐ
理
想
主
義
的
情
熱
を
も
っ

て
、
彼
の
全
哲
学
体
系
の
思
索
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
念
と
実
際
に
対
す
る
省
察
に
基
づ
き
、
既
に
侵
攻
的
性
格
を
露
わ
し
つ
つ
あ
っ
た

フ
ラ
ン
ス
(
寧
)
と
の
聞
に
締
結
さ
れ
た
パ

l
ゼ
ル
平
和
条
約
の
現
実
の
批
判
を
通
じ
て
、
平
和
論
を
結
実
凝
縮
せ
し
め
た
と
い
え
よ

う
此
小
著
以
前
の
彼
の
著
作
と
し
て

右
三
批
判
書
の
ほ
か
、
「
位
界
市
民
的
見
地
に
お
け
る
一
般
歴
史
の
構
想
」
(
一
七
八
四
年
)
、

後
の
著
書
と
し
て
、
「
人
倫
の
形
而
上
学
、
第
一
部
法
論
・
第
二
部
徳
論
」
(
一
七
九
七
年
)
が
と
く
に
参
照
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
野
田

又
夫
、
解
説
お
よ
び
「
人
倫
の
形
而
上
学
」
訳
参
照
)
。

本
小
稿
は
「
カ
ン
ト
の
平
和
の
法
思
想
」
の
考
察
で
あ
る
か
ら
、
カ
ン
ト
の
法
哲
学
・
政
治
理
論
の
通
観
を
要
す
る
が
、

略
せ
ざ
る
を
え
ず
(
恒
藤
武
二
、
三
六
九
|
三
八
五
頁
。
原
因
鋼
、
一
六
九
|
二
五
九
頁
、
参
照
)
、
た
だ
、
「
永
久
平
和
の
た
め
に
」
の

梗
概
を
想
起
し
、
次
項
以
下
の
検
討
の
前
提
と
し
た
い
。

凶
川
「
永
久
平
和
の
た
め
に
」
の
構
成
は
、
簡
単
な
前
置
き
の
後
、
第
一
章
に
「
国
家
聞
に
お
け
る
、
氷
久
平
和
の
為
の
予
備
条
項
」

六
ケ
条
、
第
二
章
「
国
家
聞
に
お
け
る
永
久
平
和
の
為
の
確
定
条
項
」
一
ニ
ケ
条
、

」
こ
で
は
名

密
条
項
」
を
扱
い
、

「
追
加
条
項
」
二
ケ
条
で
「
永
久
平
和
の
保
障
」
と
「
秘

お
よ
び
「
付
録
」
二
項
目
で
「
道
徳
と
政
治
」
と
の
関
係
を
論
ず
る
。

ま
ず
、

こ
の
本
論
部
分
が
「
条
項
」
方
式
で
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

サ
ン
・
ピ
ェ

l
ル
の
「
恒
久
平
和
計
画
」
、
そ
の
「
要
約
」
が

「
条
約
案
」
(
諸
討
主
が
署
名
す
れ
ば
発
効
し
う
る
)

で
あ
り
、
「
基
本
条
項
」
五
ケ
条
、
「
重
要
条
項
」
八
ケ
条
、
「
有
用
条
項
」
八
ケ
条

で
構
成
さ
れ
て
い
た
形
式
(
深
瀬
忠
一
、
法
思
想
史
二
三
ニ
l
二
二
六
頁
)

と
似
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
影
響
関
係
が
あ

北i1~29(3-4 ・ 98)446

以



っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ソ
ト
が
、

サ
ン
・
ピ
ェ

l
ル
の
「
恒
久
平
和
計
画
」
(
一
七
二
ニ
ー
ー
一
七
一
七
年
全
三
巻
、
「
要
約
」
一
七
二
九
年
)

を
、
ル
ソ
!
の
「
サ
ン
・
ピ
ェ

l
ル
師
の
永
久
平
和
計
画
の
抜
奉
」
(
一
七
六
一
年
)
を
通
じ
て
知
り
、
そ
の
構
想
か
ら
示
唆
を
受
け
た
こ

と
は
確
か
で
あ
ろ
う
(
当
田
口

Z
P
匂

-gpgs(ωσ)
二
百
阿
坂
訳
、
四
頁
参
照
)
。

ル
ソ
!
の
「
抜
翠
」
は

サ
γ
・
ピ
ェ

I
ル
の
計
画
を

彼
一
流
の
優
れ
た
解
釈
で
要
約
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

カ
ン
ト
が
後
者
を
知
っ
て
い
た
か
不
明
で
あ
る
。

ル
ソ
!
の
「
永
久
平
和
計
画
の
批
判
」
(
一
七
八
二
年
発
表
)

が
重
要
で
あ

る
が
、カ
ン
ト
と
サ
ン
・
ピ
ェ

l
ル
の
両
平
和
計
画
の
体
裁
を
比
較
し
て
、
右
の
類
似
的
側
面
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
二
点
の
相
違
が
あ
る

こ
と
は
直
ち
に
指
摘
で
き
る
。

第
一
に
は
、
表
題
の
副
題
に
「
哲
学
的
草
案
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
聞
の
永
久
平
和
が
確
立
す
る
た
め
の
「
予
備
」
的

条
件
お
よ
び
「
確
定
」
的
条
件
の
、
カ

γ
ト
固
有
の
哲
学
的
体
系
化
|
道
徳
・
宗
教
・
歴
史
・
法
・
国
家
哲
学
の
側
面
よ
り
の
綜
合
的
考

察
ー
で
あ
っ
て
、
国
際
条
約
の
諸
条
項
の
起
草
と
い
う
形
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
諸
条
件
の
哲
学
的
規
定
の
本
質
を
も
っ

も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

ヵγトの平和の法思想、について

第
二
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
が
誘
発
さ
せ
た
激
動
期
の
国
際
・
国
内
政
治
の
現
実
に
対
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
絶
対
君
主
制
の
枠
内
(
宗

一
定
の
政
治
的
実
践
を
主
張
す
る
著
作
で
な
い
こ
と
が
、
慎
重
周
到

教
・
思
想
統
制
、
検
閲
体
制
の
脅
威
下
)

に
生
存
す
る
カ
ン
ト
が
、

に
明
示
さ
れ
て
い
る
o

カ
ン
ト
は
そ
の
「
前
置
き
」
で
、
「
永
久
平
和
」
が
死
後
の
世
界
に
の
み
妥
当
す
る
と
い
う
の
は
、
「
人
間
一
般
」

に
か
「
国
家
元
首
達
(
戦
争
に
飽
く
こ
と
を
知
ら
な
い
と
に
か
「
哲
学
者
達
(
夢
想
に
ふ
け
っ
て
い
る
と
に
か
は
別
と
し
て
、
本
書
の

北rt29(3-4・99)447

よ
う
な
哲
学
論
を
、

「
机
上
の
学
者
の
無
内
容
な
理
念
」
論
と
平
常
蔑
視
し
て
い
る
「
実
践
的
政
治
家
」
が
「
国
家
に
対
す
る
危
険
を
喫

ぎ
つ
け
る

(
よ
う
な
)
悪
意
あ
る
解
釈
」
を
す
る
こ
と
(
そ
れ
に
よ
る
弾
圧
)

か
ら
「
明
確
に
保
護
さ
れ
る
」
こ
と
を
希
望
す
る
と
い
う

カ
ン
ト
の
「
宗
教
論
」
が
国
王
の
問
責
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
を
想
起
せ
よ
)
。

し
た
が
っ
て
、

「
留
保
を
求
め
」
て
い
る

(
前
年
に
、



説

(
深
瀬
、

北法29(3-4・100)448

論

サ
ン
・
ピ
ェ

l
ル
の
平
和
計
画
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
君
主
に
即
時
締
結
施
行
を
求
め
る
強
烈
な
実
践
的
意
図
を
明
示
し
活
動
し
た

法
思
想
史
ご
ニ
九
頁
)
こ
と
と
顕
著
な
対
称
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
が
、
偽
輔
的
な
パ

l
ゼ
ル
「
平
和
条
約
」
に
対
し
、

「
哲
学
的
な
る
真
の
平
和
条
約
の
草
案
を
提
出
」
(
高
坂
訳
、
九
六
頁
註
)
し
て
根
本
的
な
批
判
を
加
え
た
と
い
う
、
周
知
の
実
践
的
動
機

は
否
む
べ
く
も
な
く
、
か
っ
、
今
佐
紀
に
入
り
、
国
際
連
盟
の
成
立
前
後
か
ら
今
日
の
核
時
代
に
お
い
て
、
本
書
が
実
践
的
指
針
な
い
し

示
唆
と
し
て
果
す
役
割
は
大
き
い
も
の
が
あ
(
っ
た
)
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
の
意
義
は
、
カ
ン
ト
が
生
き
た
当
時
の
歴
史
的
・
具
体

的
条
件
な
い
し
脈
絡
の
な
か
で
そ
れ
が
持
っ
て
い
た
理
念
と
現
実
と
の
「
皮
肉
」
な
ギ
ャ
ッ
プ
と
そ
の
理
論
(
念
)
の
逆
説
的
な
い
し
弁

証
法
的
真
理
・
現
実
性

l
そ
れ
に
よ
っ
て
果
し
た
カ
ン
ト
の
人
間
お
よ
び
哲
学
者
そ
し
て
市
民
と
し
て
の
歴
史
的
役
割

l
(片
木
清
、
六

一
頁
以
下
は
こ
の
点
の
厳
し
い
検
討
を
要
請
)

ま
た
そ
の
理
論
が
国
境
お
よ
び
時
代
を
超
え
て
妥
当
す
る
、
氷
続
的
価
値
・
真
理
性
が
何

で
あ
る
か

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。

制
概
要

第
一
章
、
永
久
平
和
の
た
め
の
「
予
備
条
項
」
(
早
巴

5
E
R
2
t
z
-
)
の
概
要
は
次
の
通
り
。

「
将
来
戦
争
を
起
す
よ
う
な
材
料
を
秘
か
に
留
保
し
て
な
さ
れ
た
平
和
条
約
は
、
決
し
て
平
和
条
約
と
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
」
そ
れ
は
単
な
る
休
戦
、
敵
対
行
為
の
延
期
に
す
ぎ
な
い
。
平
和
と
は
あ
ら
ゆ
る
敵
意
の
終
結
を
意
味
す
る
か
ら
、
そ
れ
は
永
久
平

1 
和
を
も
た
ら
さ
な
い
。

2 

「
独
立
し
て
成
立
し
て
い
る
い
か
な
る
国
家
も
(
大
小
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
)
、

継
承
、

或
は
贈
与
に
よ
っ

交
換

買
収
、

て
、
他
の
国
家
の
所
有
と
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
国
家
は
「
人
間
の
社
会
」
で
あ
り
、
「
道
徳
的
人
格

(BOB--mnrg
司

2
8ロ
)
」
を

も
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
物
件
」
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

「
常
備
軍
は
時
を
追
う
て
全
廃
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
、
常
備
軍
は
常
に
実
戦
可
能
だ
か
ら
、
他
国
を

恐
れ
さ
せ
、
互
に
他
を
刺
戟
し
て
無
制
限
な
軍
拡
に
か
り
た
て
、
そ
の
戦
費
の
重
圧
か
ら
脱
し
よ
う
と
先
制
攻
撃
・
短
期
決
戦
の
挙
に
出

3 



か
ね
な
い
。
財
(
金
)
力
の
備
蓄
も
同
様
(
丘
ハ
力
、
同
盟
力
以
上
の
)
戦
力
と
み
ら
れ
、
攻
撃
を
誘
発
さ
せ
る
原
因
と
な
る
。
ま
た
、
殺
人
の

、、

た
め
雇
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
者
(
国
家
の
)
の
掌
中
の
単
な
る
機
械
と
道
具
に
な
る

(σ-。お巾ロ
γ
向白凹凸]己口町ロロロ門
-
4
〈伸円}同
N
m
ロ∞町一口

日
ロ
号
門
出
血
ロ
門
2
5
2
〉
ロ
骨
同
ロ
(
仏
自
由

ωsag):・
傍
点
部
分
、
高
坂
訳
は
誤
訳
と
思
う
)
こ
と
だ
か
ら
、
人
格
を
も
っ
人
間
と
し
て
の
権

利
に
反
す
る
(
も
っ
と
も
国
民
が
武
器
を
と
っ
て
自
発
的
に
自
己
と
祖
国
を
防
衛
す
る
場
合
は
こ
れ
と
性
質
を
異
に
す
る
)
。

4
「
国
家
の
対
外
的
紛
争
に
関
連
し
て
い
か
な
る
国
債
も
起
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
「
危
険
な
金
カ
ヘ
「
戦
闘

の
た
め
の
宝
庫
」
で
あ
り
、
戦
争
遂
行
を
容
易
な
ら
し
め
、
支
配
者
の
戦
争
癖
と
相
ま
っ
て
、
永
久
平
和
を
大
い
に
妨
害
す
る
か
ら
で
あ

る。

「
い
か
な
る
国
家
も
暴
力
を
も
っ
て
他
国
の
体
制
(
〈
巾
え
2
2ロ
ぬ
)
お
よ
び
統
治
(
刀
巾
m
-
2
5ぬ
)
に
干
渉
し
て
は
な
ら
な
い
O
L

い

か
な
る
国
も
、
そ
の
よ
う
な
干
渉
の
権
利
を
も
っ
て
い
な
い
。
他
国
の
暴
動
が
、
自
国
の
暴
動
を
誘
発
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
無

5 
法
状
態
に
よ
る
災
害
の
実
例
と
し
て
む
し
ろ
警
告
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。

一
国
の
内
部
分
裂
に
よ
り
二
つ
の
独
立
国
と
し
て
一
方
が
全
体
を

カシトの平和の法思想について

支
配
エ
ょ
う
と
試
み
る
場
合
、
他
の
国
が
一
方
を
援
助
す
る
と
し
て
も
そ
の
国
の
体
制
に
干
渉
し
た
の
で
は
な
い

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
内
争
が
未
決
定
段
階
で
外
国
が
こ
れ
に
干
渉
す
る
の
は
、
内
部
疾
患
と
闘
っ
て
い
る
ご
独
立

国
民
」
の
権
利
を
段
損
す
る
も
の
で
、
そ
れ
自
体
暴
動
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
の
自
律
性
を
危
う
く
す
る
も
の
と
み
る
べ
き
だ
か
ら
で

(
無
政
府
だ
か
ら
)

あ
る
。

「
い
か
な
る
国
家
も
他
国
と
の
戦
争
に
お
い
て

将
来
の
平
和
に
際
し
、

相
互
の
信
頼
を
不
可
能
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
敵

6 
対
行
動
は
、
決
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
暗
殺
者
や
毒
殺
者
の
使
用
、
降
服
条
約
の
破
棄
、
ま
た
は
敵
国
に
お
け
る
暴
動
の
煽

動
等
々
。
」
そ
れ
は
卑
劣
な
戦
略
(
巾

rzm冊
目
5
5宮
g
g
)
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
戦
争
中
に
も
敵
国
の
心
情
に
つ
い
て
何
ら
か
の
信
頼

が
残
っ
て
い
な
け
れ
ば
、

い
か
な
る
講
和
も
締
結
し
え
ず
、
敵
対
行
為
は
結
局
絶
滅
戦

(σ
己
E
自
吉
お
百
四

nzcg)
に
な
ろ
う
。
け
だ
し と

」ヒ法29(:3-4・101)449



説

戦
争
は
、

(
そ
こ
に
強
制
力
あ
る
判
決
を
下
す
裁
判
所
が
な
い
か
ら
)
暴
力
に
よ

ど
ち
ら
の
国
も
不
正
な
敵
と
宣
告
さ
れ
え
ず
(
裁
判
官
の
判
決
が
前
提
と
な
る
)
、

自
然
状
態
に
お
け
る
悲
し
む
べ
き
非
常
手
段
で
あ
り
、

り
自
己
の
正
当
性
を
主
張
す
る
。
ま
た
、

ど
ち
ら
に

論

正
当
性
が
あ
る
か
は
(
神
判
裁
判
の
よ
う
に
)
、
戦
の
結
果
の
み
で
決
る
。
し
か
も
国
家
相
互
間
で
懲
罰
戦
(
守
σ
巾巳ロ

}r己自匂宮ロロ巳山

し
た
が
つ
て
次
の
帰
結
が
生
ず
る
。

え
ら
れ
な
い

絶
滅
戦
に
お
い
て
は
同
時
に
相
手
国

た
だ
人
類
の
大
い
な
る
墓
地
の
上
に
の
み
建
設
さ
れ
る
こ
と

(
治
者
被
治
者
の
関
係
が
な
い
か
ら
で
あ
る
)
。

共
々
滅
亡
し
、
そ
れ
と
共
に
総
て
の
法
も
滅
亡
す
る
か
ら
、
永
久
平
和
は
、

に
な
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
戦
争
、

(
由

nr-mwny片刊一円仏山口
-m∞ロロ巾
H
1
-

田口
σ片)

し
た
が
っ
て
ま
た
そ
れ
に
導
く
手
段
の
使
用
は
絶
対
に
禁
止

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
記
の
手
段
が
こ
の
帰
結
に
不
可
避
的
に
至
る
理
由
は
、
そ
れ
ら
凶
悪
な
手
段
は
そ
れ
自
体
卑
し
む
べ
き
も

の
で
あ
り
、
そ
の
使
用
は
戦
時
の
み
な
ら
ず
平
時
に
及
び
、

ス
パ
イ
の
使
用
な
ど
の
よ
う
に
、
遂
に
平
和
の
意
図
を
全
く
不
可
能
た
ら
し

め
る
に
至
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
す
べ
て
は
禁
止
法
〈
2
Z£
2
2
N巾
包
括
2
℃

g
y
p
-
Z白巾)

当
し
、
即
時
に
撤
廃
を
要
求
す
る
強
制
法

(
F
m
2
2
1
2同巾)

5
、
6
、
明
は
事
情
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
妥

3
、
4
、
項
は
執
行
に
手
加
減
を
加
え
う
る
任
意
法

で
あ
る
が
、

1 

で
あ
り
、
他
の

2
、

(】沼町

g
g
g巾
)
で
あ
る
。

第
二
章
、
永
久
平
和
の
た
め
の
「
確
定
条
頃
」
に
つ
い
て

(
こ
こ
で
は
項
目
の
み
。
次
項
三
で
検
討
)
。

人
聞
が
共
に
生
活
し
て
い
る
「
自
然
状
態
は
む
し
ろ
戦
争
状
態
で
あ
る
」
。
す
な
わ
ち
、
常
に
敵
対
行
為
が
発
生
し
て
い
な
く
て
も
、

絶
え
ず
そ
れ
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
「
だ
か
ら
平
和
状
態
は
樹
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
平
和
は
法
的
状
態
に
於
て
保
証
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。1 

第
一
確
定
条
項

(UE巳
pdEZ})0
「
各
国
家
に
お
け
る
市
民
的
体
制
守
口
諸
市
町

-wZ
〈
句

ragm)
は
共
和
的
(
円
a
z
E即日
S
'

ロ山田口
Y
)

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

は
考

北法29(3-4・102)450



共
和
的
体
制
と
は
次
の
三
つ
の
条
件
、
す
な
わ
ち
、
第
一
に
社
会
の
成
員
の
(
人
間
と
し
て
の
)
自
由
(
出
冊
子
各
)
の
諸
原
則
、
第
二
に

す
べ
て
の
人
間
の
(
臣
民
と
し
て
の
)
唯
一
に
し
て
共
同
の
立
法
へ
の
依
存
主
宰
苦
但

m
z
x
丘一四円

g
ロ
m
g
R
m
-
E
-
m
g
m巾
B
m
g
g
g
g

(
国
民
と
し
て
の
)
平
等
(
の
g
w
r
Z
F
)
の
法
則
に
基
づ
い
て
樹
立
さ
れ
た
体
制
の
こ

。
2
2
N
m巾ゲロロ
m)
の
基
本
原
理
、
第
三
に
彼
ら
の

と
で
あ
る
。

2 

第
二
確
定
条
項
。

「
国
際
法
は
自
由
な
諸
国
家
の
連
邦
主
義

の
上
に
基
礎
を
置
く
べ
き
で
あ

(
町
注
目

S
F
B
F冊目
2
T
g
gロ)

る。」国
家
と
し
て
の
諸
民
族

2
2
E円
)
は
、
夫
々
一
個
人
の
よ
う
に
自
然
状
態
に
お
い
て
互
に
害
を
加
え
う
る
か
ら
、

夫
々
の
安
全
と
権

利
を
保
障
す
る
た
め
に
、
公
民
的
体
制
に
類
似
し
た
体
制
に
入
る
こ
と
を
要
求
し
え
、

ま
た
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
国
際
連
合

(〈
α
F
2ゲ
ロ
ロ
門
戸
)
で
は
あ
っ
て
も
、
国
際
国
家
(
〈

g
r
a
g主
た
る
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
国
家
は
夫
々
上
な
る
も
の
(
。

Z
Bロ

フ
会
ル
グ

(
d
E
2
3
服
従
者
、
す
な
わ
ち
人
民
)

立
法
者
)

に
対
す
る
関
係
を
含
む
か
ら
、

も
し
諸
民
族
が
一
国
家
を
構
成
す

の
下
な
る
も
の

れ
ば
そ
れ
ら
は
一
民
族
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
り
、

前
提
と
矛
盾
す
る
。
:
;
:
し
た
が
っ
て
、

一
つ
の
世
界
共
和
国

(句。包立〈巾ロ同円山内向山

ヵγ トの平和の法思想について

刊
宮
内
門
司
巾
-Rmw匂
己

EFr)
の
積
極
的
理
念
の
代
り
に
、
(
も
し
す
べ
て
が
失
な
わ
る
べ
き
で
な
い
と
す
れ
ば
)
戦
争
を
防
止
す
る
と
こ
ろ
の
、

(σ
巾回丹市
r巾ロ仏巾
P

持
続
的
で
絶
え
ず
拡
大
す
る
連
合

ロ
ロ
円
山
田
仲
岳
山
口
旨
巾
門
田
5
可
5
2仏巾ロ
∞ロロ門目。凹)

と
い
う
消
極
的
代
用
物
の
理
念

(
ロ
認
丘
町
σ
ω
5
3
m巳
)
が
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3 

第
三
確
定
条
項
。
「
世
界
市
民
法
(
当
巴

E
呂
2
3口
宮
)
は
普
遍
的
な
友
好
(
生

m
g
Eロ
g
z
sち
丘
町
安
)
の
諸
条
件
に
よ
っ
て

規
制
さ
る
べ
き
で
あ
る
o」

こ
の
友
好
と
は
、
あ
る
外
国
人
が
他
国
の
領
土
を
踏
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ま
た
平
和
に
振
舞
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
国
人
か
ら
敵

と
し
て
の
取
扱
い
を
受
け
な
い
権
利
を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
賓
客
の
権
利
(
の
田
2
5
n
F
)
と
ま
で
は
い
え
ず
(
そ
の
た
め
に

北法29(3-4・103)451



説

は
特
恵
的
契
約
を
要
す
)
、
訪
問
の
権
利
(
∞

2
5
Z
B岳
乙
で
あ
る
。
こ
の
権
利
は
、
す
べ
て
の
人
間
に
、
彼
ら
が
地
球
表
面
の
共
同
所

有
の
権
利
(
岡
山

R
Z印
仏

2
m
g
E
E岳
民
同

-
w
Zロ
ω
2
5
2
円四日。
Z
込

山

口

宮

仏

2
何
丘
巾
)
日
地
表
の
権
利
(
河
内
円
宮
内
山

2
0
Z円
E
n
Z
)
に

論

基
づ
い
て
互
い
に
友
好
関
係
を
結
ぶ
た
め
に
、
等
し
く
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
追
加
条
項
」

(NE伊丹
N
)

に
二
ケ
条
あ
り
、
第
一
条
項
は
「
永
久
平
和
の
保
障
」
に
あ
た
る
も
の
は
、
「
偉
大
な
る
芸
術
家
的
自
然
」
で

あ
る
と
し
、
自
然
の
機
械
的
過
程
の
中
に
は
人
聞
の
意
志
に
反
し
て
も
、
ま
た
彼
ら
の
不
和
を
通
じ
て
和
合
を
招
来
せ
し
め
よ
う
と
す
る

合
目
的
性
が
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
。
世
界
過
程
に
お
け
る
そ
の
合
目
的
性
に
着
目
し
て
、
そ
れ
を
摂
理

2
2
8
7
5邑
と
呼
ん
で
も
よ
い
。

公
共
的
な
平
和
の
可
能
性
を
規
律
す
る
哲
学
者
の
格
律
は
、

戦
争
の
た
め
に
武
装
し
た
諸
国
家
に
と
っ
て
、
忠
告
と
し
て
受
取
ら
れ
、
耳
を
傾
け
ら
る
べ
き
で
あ
る
よ

第
二
「
追
加
条
項
」
は
、
「
、
氷
久
平
和
の
た
め
の
秘
密
条
項
」
で
あ
り
、

「
附
斜4
」
に
二
項
目
あ
り
、
「
道
徳
と
政
治
」
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。

一
は
、
「
永
久
平
和
の
見
地
か
ら
す
る
道
徳
と
政
治
と
の
不
一
致
に
つ
い
て
」
、

「
公
法
の
先
験
的
概
念
に
よ
る
政
治
と
道
徳
と

』土

の
合
致
に
つ
い
て
」
、
道
徳
と
法
と
政
治
に
つ
い
て
の
重
要
な
叙
述
が
あ
る
が
、
後
に
必
要
に
応
じ
て
省
察
し
よ
う
。

カ
ン
ト
の
永
久
平
和
論
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
憲
法
原
則
と
の
関
連

筆
者
は
嘗
て

ロ
ッ
ク
の
自
然
権
と
し
て
の
人
権
思
想

ア
メ
リ
カ
の
独
立

日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
の
法
思
組
的
源
泉
に
つ
い
て
、

宣
言
、

一
七
八
九
年
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
に
そ
の
近
代
的
出
発
点
が
あ
る
と
考
え
た
(
よ
り
遡
っ
た
考
察
と
し
て
、
古
代
キ
リ
ス
ト
教
か

ら
グ
ロ
チ
ウ
ス
ま
で
。
深
瀬
、

憲
法
の
平
和
主
義
の
背
景

法
思
想
史
、

八
ー
一
二
四
頁
参
照
)
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た

(
深
瀬

と
意
義
、
恵
a

挺
裁
判
に
お
け
る
平
和
憲
法
の
弁
証
、

一
九
六
七
年
、

一
七
二
|
一
七
三
頁
(
以
下
弁
証
と
略
)
)
。

日
本
評
論
社
、

北法29(3-4・104)452 



「
(
不
可
侵
の
永
久
の
権
利
と
し
て
の
)
人
権
を
国
内
法
上
保
障
し
立
滋
政
(
を
確
立
す
る
)
要
請
と
共
通
の
根
か
ら
、
国
際
的
な
平
和
の
問
題
が
実
定
憲

法
上
規
制
さ
れ
た
の
が
(
一
七
九
O
年
五
月
の
憲
法
宣
言
そ
し
て
)
一
七
九
一
年
プ
ラ
γ
ス
革
命
憲
法
の
征
服
戦
争
放
棄
の
形
態
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
戦

争
放
棄
に
は
、
一
七
、
一
八
世
紀
の
絶
対
君
主
の
繰
り
返
し
た
恋
意
的
な
戦
争
の
害
悪
に
対
す
る
サ
γ
・
ピ
ェ
l
ル
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
議
に
よ
る
平
和
構
想

ゃ
、
啓
蒙
哲
学
者
逮
の
人
道
的
・
平
和
主
義
思
想
や
、
モ
γ
テ
ス
キ
ュ
ー
の
戦
争
抑
制
論
、
そ
し
て
ル
ソ
l
の
人
民
主
権
の
精
神
が
影
響
し
、
君
主
の
戦
争

の
開
始
に
は
国
民
代
表
の
同
意
を
要
し
、
し
か
も
計
主
は
防
衛
戦
争
し
か
で
き
な
い
と
い
う
制
限
を
加
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
?
n
h
h
九
川
市
竹
和
思

想
と
憲
法
の
災
例
に
示
唆
さ
れ
、
哲
学
的
に
深
化
し
徹
底
し
た
体
系
を
構
成
し
た
の
が
、
有
名
な
カ
γ
ト
の
『
永
久
平
和
の
た
め
に
』
」
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
陳
述
は
今
日
で
も
大
綱
に
お
い
て
正
し
い
も
の
と
し
て
引
用
し
う
る
が
、
本
稿
の
問
題
は
、
山
右
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
原
則
を
準
備

し
た
諸
平
和
思
想
、
革
命
の
憲
法
原
則
お
よ
び
そ
の
実
行
と
経
験
が
、
カ
ン
ト
の
平
和
論
と
ど
の
よ
う
な
影
響
関
係
に
あ
り
、
異
同
が
あ

カ
ン
ト
固
有
の
永
久
平
和
論
の
価
値
の
掘
下
げ
た
考
察
で
あ
る
。

る
か
の
正
確
な
分
析
で
あ
り
、
凶
そ
の
よ
う
な
関
連
に
お
け
る
、

(1) 

カ
ン
ト
の
永
久
平
和
論
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
思
想
・
原
則
と
の
類
似
と
相
違

そ
こ
で
ま
ず
、
前
記
カ
ン
ト
の
永
久
平
和
論
の
内
容
の
「
概
要
」
に
そ
く
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
か
か
わ
る
平
和
思
想
と
憲
法
原
則

の
異
同
に
つ
い
て
、
概
観
的
に
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

カソトの平和の法思想について

(イ)

永
久
平
和
の
樹
立
に
備
え
て
禁
止
・
除
去
さ
る
べ
き
諸
条
件
に
つ
い
て

第
一
章
「
予
備
条
項
」
の

1
は
、
文
字
通
り
「
永
久
平
和
」
の
た
め
、
す
な
わ
ち
、
戦
争
と
敵
意
の
終
結
の
た
め
ま
ず
確
定
し
て
お
く

ベ
き
大
前
提
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の
戦
争
に
備
え
る
休
戦
で
は
な
く
、
真
実
の
平
和
の
た
め
の
条
約
の
あ
る
べ
き
姿
を

条
件
づ
け
て
い
る
点
に
お
い
て
、
サ
ン
・
ピ
ェ
i
ル
の
「
恒
久
平
和
計
画
」
と
発
想
を
共
に
し
(
深
瀬
、
法
思
想
史
、
二
ニ
二
頁
以
下
)
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
が
将
来
の
戦
争
を
制
限
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
の
み
で
、
廃
止
を
狙
っ
た
も
の
で
な
い
の
と
異
る
。

=γ
ス
チ
チ
ユ
ア

Y
-
P

た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
「
制
憲
議
会
」
に
お
い
て
、
一
七
八
九
年
八
月
の
人
権
宣
言
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
な
、

的
・
普
遍
抽
象
的
」
「
正
義
」
意
識
な
い
し
「
合
理
主
義
」
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。

「
理
想
主
義

そ
の
「
体
系
的
に
し
て
論
理
的
な
哲
学
者
の
精
神
」
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MHH 

tJJn 

(円

gmm同
yωω
吋
)
が
、

カ
ン
ト
に
深
い
共
感
を
呼
ん
だ
と
思
わ
れ
る
し
、
そ
の
合
理
主
義
精
神
が
カ
ン
ト
の
批
判
精
神
に
ま
で
徹
底
し
て
、

バ
l
ゼ
ル
「
平
和
条
約
」
の
よ
う
な
擬
似
非
平
和
条
約
の
鋭
い
批
判
と
本
格
的
な
建
設
的
対
案
の
提
示
と
な
っ
た
と
い
っ
て
も
大
過
あ
る

fl向

ま
い
。もっ
と
も
、
「
制
憲
議
会
」
(
以
下
一
七
九

O
年
五
月
の
討
議
を
主
と
し
て
参
照
す
る
)

に
お
け
る
平
戦
条
項
討
議
に
お
い
て
、
そ
の
思

想
表
現
の
抽
象
的
・
一
般
的
性
格
の
故
に
、
具
体
的
・
現
実
的
問
題
の
実
際
的
処
理
・
解
決
か
ら
や
や
も
す
れ
ば
遊
離
す
る
弱
点
が
あ
っ

た
(
深
瀬
、
法
思
想
史
、
一
九
六
|
一
九
九
頁
)
。
革
命
の
「
征
服
戦
争
放
棄
宣
言
」
(
一
七
九

O
年
五
月
一
一
二
日
)
が
其
後
二
年
足
ら
ず

の
間
平
和
的
外
交
を
実
際
上
も
指
導
規
制
し
え
た
に
と
ど
ま
り
、
革
命
フ
ラ
ン
ス
の
防
衛
戦
争
(
一
七
九
二
年
四
月
二
四
日
、
た
だ
し
先

制
的
宣
戦
布
告
)
、
自
由
の
「
武
力
的
宣
伝
」
戦
争
さ
ら
に
は
新
征
服
戦
争
(
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
)
に
ま
で
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず

拡
張
し
て
ゆ
く
現
実
が
あ
っ
た
。
バ

l
ゼ
ル
「
平
和
条
約
」
は
、
こ
の
新
た
な
侵
攻
戦
争
へ
の
伸
張
を
予
示
す
る
隠
蓑
で
あ
っ
た
と
も
い

え
る
。カ
ン
ト
の
批
判
は
、
そ
の
よ
う
な
偽
善
の
現
実
の
核
心
を
別
り
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、

初
志
を
カ
ン
ト
が
代
弁
し
て
反
革
命
後
の
現
実
を
批
判
し
た
も
の
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
か
ろ
う
。

フ
ラ

γ
ス
革
命
の
平
和
の

(
1
)
「
正
義
の
基
本
的
な
威
力
に
対
し
、
ま
た
そ
の
支
配
の
抗
し
え
ぬ
必
然
性
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
仰
が
、
こ
の
偉
大
な
時
期
を
鼓
舞
し
た
の
で
あ
る
。

『
法
が
世
界
の
主
権
者
で
あ
り
、
軍
神
は
暴
対
で
あ
る
』
と
ミ
ラ
ボ
l
は
言
っ
た
。
」

H
W
-
Z
3・
T
c
b
g
念
含
C
F
同
F
E
a
s
t
s回
-
a
骨

骨

CH円

-vo--tρE0・
}ω
州民

F
F
Hり
Dロ
Z
B
C
Mロ
m-]戸∞唱∞
-H・
H--u・
ω
∞
H・

(
2
)

一
七
九
O
年
英
西
戦
争
を
回
避
、
-
七
九
O
年
以
来
ア
ル
ザ
ス
、
ア
グ
ィ
ユ
ョ
シ
、
ヴ
ナ
サ
γ
の
併
合
に
つ
き
制
憲
議
会
は
当
初
否
定
に
傾
き
隣
国
と

の
平
和
的
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
が
、
次
第
に
積
極
的
と
な
る
。
〉
・

ω
o
z
f
H
i
u
H
W
5
0宮
え

F
H
N
bぐ
D
F昨日
g
h
E
Z包括・

2
3・Z
2
3
F
H∞

孔山門戸唱同
-
N
-

℃・申
ω・一戸喧∞内同
ω
・

(3)
泌
瀬
、
フ
ラ
γ
ス
革
命
憲
法
に
お
け
る
-
平
和
条
項
の
理
論
と
現
出
火
(
未
発
表
原
稿
)
、
八
三
頁
以
下
o
k
t
-
Y
F
H
E
F
F白
河
舎
三
己
芯
ロ

rgm包
括
-
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片

岡

一

F

H

U

・

H
印
叶
内
昨
日
・

2 

国
家
が
「
道
徳
的
人
格
」
を
も
っ
故
に
物
件
の
よ
う
な
取
引
き
対
象
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ぬ
と
い
う
思
想
は
、

「
制
憲
議
会
」

の
ミ
ラ
ボ
!
の
発
言
に
み
ら
れ
る
が
、
革
命
の
人
達
の
大
多
数
の
共
通
の
思
想
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

彼
ら
は
、
国
家
の
自
由
を
個
人
の
自
由
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
一
個
の
人
格
で
あ
り
、
個
人
と
同

様
に
、
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
自
ら
を
統
治
(
処
理
)
す
る
絶
対
的
自
由
を
も
っ
。
し
か
し
、
圏
内
社
会
に
お
い
て
は
全
体
意
志
の
表
現

と
さ
れ
る
共
同
の
法
律
の
権
威
に
服
す
る
の
だ
が
、
国
際
社
会
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
高
次
の
立
法
が
な
い
の
で
、
国
際
社
会
組
織
な

い
し
他
国
の
い
か
な
る
権
威
に
も
服
従
し
な
い
。
つ
ま
り
、
国
家
は
国
際
社
会
に
お
い
て
主
権
的
に
独
立
で
あ
る
。
国
際
社
会
は
自
然
状

態
に
あ
り
、
そ
こ
に
自
然
法
が
普
遍
道
徳
的
拘
束
力
(
法
的
拘
束
力
は
欠
く
)
を
も
っ
て
支
配
す
る
が
、
国
家
間
の
国
際
法
的
な
関
係

は
、
国
家
の
平
等
な
主
権
的
(
す
な
わ
ち
自
由
な
)
意
志
の
合
致
に
よ
っ
て
の
み
形
成
さ
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
た
。

カ
ン
ト
の
「
道
徳
的
人
格
」
概
念
に
彼
固
有
の
思
想
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
第
2
条
項
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
議
会
の
確
信
と
基
本
的
に
完
全

に
一
致
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

ヵγトの平和の法思想について

(
l
)
戸
閉
め
仏

m-cダ
〈

α-r2同
m
n
z
-
r
r
m
E
2ロ
門
】
巾
吋
同
門
知
ロ

N
o
a
R
r
mロ
河

内

wag-EH-cp
吉

岡

2仲
間
同
ゲ

O
Z
H
0・
呂
田
可
め
ア
吋
即
日

vrM田
内

P
H
r
r
rア
]5HAYω
・

図。
i
N
叶
∞
一
六
世
紀
か
ら
ウ
エ
ス
ト
フ
7

リ
ア
条
約
に
歪
る
迄
に
既
に
国
家
の
自
由
と
独
立
の
教
説
は
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
ブ
ラ
シ
ス
革
命
が
初
め

て
そ
れ
を
精
神
的
所
有
と
し
て
要
請
し
、
ま
た
学
問
的
に
把
握
し
た
の
み
で
な
く
、
ヨ
l

ロ
ッ
バ
諸
国
に
道
徳
的
影
響
を
与
え
る
と
い
う
歴
史
的
意
義
を

も
っ
た
。

(
2
)
ぐ
え
ロ
ミ
の
一
七
九
O
年
五
月
一
八
日
制
憲
議
会
提
出
の
デ
ク
レ
案
第
二
条
「
こ
の
一
般
的
な
大
社
会
(
人
類
社
会
|
筆
者
)
に
お
い
て
は
、
諸
人
民

及
び
諸
国
家
は
、
個
人
の
様
に
考
え
ら
れ
、
同
じ
自
然
権
を
享
受
し
、
ま
た
個
別
的
及
び
二
次
的
な
社
会
の
個
人
と
同
様
に
正
義
の
諸
法
則
に
服
従
す

る
。
」
冨
0
2
Z
2
C
E
5
5
。f
F
8
5
a
H
4
8
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凶見

常
備
軍
の
漸
減
・
撤
廃
論
は
、

ま
っ
た
く
カ
ン
ト
の
独
創
的
見
解

フ
ラ
ン
ス
革
命
議
会
の
人
々
の
思
想
に
表
現
さ
れ
て
お
ら
ず
、

:i 
で
あ
る
。
た
だ
し
革
命
の
実
際
と
全
く
無
関
係
と
は
い
え
な
い
記
述
が
あ
る
。

論

サ
ン
・
ピ
ェ

i
ル
の
平
和
計
画
の
軍
縮
構
想
(
重
要
条

頃
第
三
条
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
同
盟
竿
へ
の
拠
出
兵
力
は
各
国
平
等
、
平
時
の
各
国
の
保
持
兵
力
は
六
千
人
以
下
。
基
本
条
項
第
三
条
、
「
戦
争
」

と
い
う
有
害
な
手
段
を
放
棄
)
〔
深
瓶
、
法
思
想
史
、
一
一
一
一
四
|
五
頁
)
が
あ
る
。
ま
た
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
君
主
達
の

軍
備
拡
張
競
争
H

「
常
備
軍
と
大
軍
隊
の
危
険
性
」
に
対
す
る
鋭
い
観
察
(
法
の
精
神
、
一
一
一
一
篇
一
七
章
)
(
深
瀬
、
向
上
、

の
思
想
が
、
実
質
的
に
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
後
者
を
参
照
し
た
こ
と
は
充
分
あ
り
う
る
と
思
う
。
ま
た
、

カ
ン
ト
の
こ
の
軍
縮
思
想
へ
の
影
響
が
あ
っ
た
可
能
性
の
考
え
ら
れ
る
の
は
、

一
四
四
頁
)

モ
γ
テ
ス
キ
ュ
ー

、ノ$
J

柄、、

rbt
ヵ

コ
ン
ド
ル
セ

l
ら
一
八
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
に
よ
る
「
軍
国
主
義
」
や
「
征
服
の
精
神
」

ノレ

ソ

マ
l
プ
リ
l
、

に
対
す
る
批
判
、

レ
ッ
シ
ン
グ
ら
の
軍
国
主
義
・
好
戦
主
義
批
判
の
潮
流
(
古

ヘ
ル
ダ

l
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
イ
ゼ
リ
ン
、

フ
ィ
ヒ
一
ア
、

館
喜
代
治
、
文
献
参
照
)
に
沿
っ
て
、
カ
ン
ト
が
「
非
常
な
良
識
を
も
っ
て
」
こ
の

3
、
4
、
条
項
の
常
備
軍
と
軍
事
国
債
の
危
険
性
を

強
調
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
(
〈
宮
島
2
・℃

-
g。(お
)

)

0

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
議
会
人
は
、
征
服
戦
争
禁
(
防
)
止
の
憲
法
原
則
の
制
定
に
主
力
を
傾
け
、
そ
れ
を
実
現
し
た
け
れ
ど
も
、
征
服
戦

争
を
実
行
す
る
誘
発
(
導
)
す
る
に
至
る
l
手
段
と
し
て
の
軍
備
に
つ
い
て
は
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
。
当
時
の
現
実
に
お
い
て
や
む

を
え
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
が
、
数
年
な
ら
ず
し
て
そ
の
軍
事
力
に
よ
る
戦
争
そ
し
て
征
服
が
始
ま
っ
た
。

カ
ン
ト
は
、
征
服
戦
争
の
み
な
ら
ず
、
戦
争
一
般
を
否
認
し
全
廃
に
至
ら
し
め
る
た
め
、
戦
争
の
手
段
の
縮
少
廃
止
を
、
高
度
の
経
験

則
的
説
明
と
と
も
に
、
主
張
し
た
独
創
性
あ
り
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
な
お
カ
ン
ト
は
、
戦
争
一
般
の
廃
止
を
窮
極
目
的
と
し
つ
つ
、

危
険
の
蓋
然
な
い
し
必
然
皮
の
高
い
征
服
・
侵
攻
戦
争
を
防
止
し
、
予
防
戦
争
を
抑
止
す
る
た
め
、
寧
縮
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
た
い
。
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な
お
、
民
兵
制
に
よ
る
防
衛
は
、
傭
兵
な
い
し
職
業
軍
人
(
単
な
る
道
具
と
し
て
の
)

に
よ
る
戦
争
と
異
質
の
も
の
と
扱
っ
て
い
る
が

そ
れ
は
カ
ン
ト
独
自
の
人
格
的
主
体
な
い
し
、
自
由
と
い
う
見
地
か
ら
市
民
の
自
発
的
防
衛
に
は
矛
盾
な
し
と
す
る
も
の
と
思
う
。
フ
ラ

y
p
〆
-
u
v
ト
ヲ
イ
ヤ

γ

{

1

)

γ
ス
革
命
防
衛
戦
争
期
の
市
民
兵
は
そ
れ
に
該
当
し
よ
う
が
、
ナ
ポ
レ
オ
シ
の
進
出
と
と
も
に
市
民
兵
も
次
第
に
成
り
上
り
の
野
心
家
が

傭
兵
化
な
い
し
職
業
化
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
、
強
制
的
徴
兵
制
に
よ
る
国
民
の
戦
争
へ
の
強

制
は
、
こ
の
カ
ン
ト
的
論
法
か
ら
は
、
否
認
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

4 

戦
争
用
国
償
の
禁
止
も
、
右
3
と
同
様
、

カ
ン
ト
の
鋭
い
現
実
的
感
覚
を
示
す
独
創
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

日
本
が
明
治
以
来
の
近
代
国
家
建
設
に
あ
た
り
、
富
国
強
兵
策
、
常
備
軍
・
軍
事
経
済
の
増
強
に
よ
り
国

防
・
安
全
を
保
障
し
よ
う
と
し
た
努
力
の
結
果
が
侵
略
戦
争
誘
発
に
帰
し
た
「
国
民
的
経
験
」
や
、
現
代
ア
メ
リ
カ
等
の
「
軍
産
学
複
合

体
」
の
戦
争
誘
発
実
例
を
思
う
と
き
、
カ
ン
ト
の
洞
察
が
リ
ア
ル
な
現
代
的
意
義
(
〈
F
n
r
g
ゐ
-g叶
(
主
)
)
を
も
つ
こ
と
を
知
る
。

以
上
の

3
、
4
、
条
項
は
、

ヵγトの平和の法，思想について

(
l
)
え
・
〉
・
何
回
g
m
-
p
司同恥口岡田色
A
m
B
g
g
H
S
L
m
-
u
E
2
2
3
門
吉
弘
円
。
広
同
門
担
ロ
2
2
仏
巾
口
∞
申
伊

S
E
-
ω
-
g
u可凶

SHH-HU・
HU∞l
E
N・

〈

2
)
良
心
的
兵
役
拒
否
の
問
題
と
関
連
す
る
。
現
代
に
お
い
て
は
、
西
独
(
憲
法
上
)
米
英
仏
白
(
立
法
上
)
等
西
欧
諸
国
で
良
心
的
兵
役
拒
否
が
認
め
ら

れ
て
き
た
の
は
、
ヵ
シ
ト
の
い
う
「
人
格
を
も
っ
人
間
と
し
て
の
権
利
」
と
深
く
関
係
し
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
。
深
瀬
、
法
思
想
史
、
三
二
、
六
六
l
七

九
、
九
O
頁
。
宮
田
光
雄
、
三

0
1七
四
頁
。
深
瀬
、
平
和
憲
法
の
原
理
、
高
橋
三
郎
、
深
瀬
忠
て
聖
書
の
平
和
主
義
と
日
本
国
憲
法
、
聖
燈
社
、
一

九
六
包
年
、
一
一
一
一
O
l
一
一
三
ニ
頁
。
笹
川
紀
勝
、
良
心
的
兵
役
拒
否
権
|
ボ
シ
基
本
法
四
条
三
項
の
構
造
と
特
質
ハ
円
i
同
、
北
大
法
学
論
集
一
八
巻
一
ー
ー

三
号
。

(
3
)
深
瀬
、
平
和
憲
法
の
問
題
状
況
と
「
平
和
研
究
」
、
平
和
研
究
3
号
(
一
九
七
八
年
五
月
)
、
一
一
一
一
貝
。
、
H
J
P
H
E
F
0
5
5ロ
2
8
-
5
2田
宮
邑
・

2
-
F
0
3
2
c
E
4
2印巾]凶仏
O
F
M
M巳
H
n
D
ロ
2
-
z
t
oロロ
m
z
o
Y
H
M
O口問
5
0・
H
F
(
H
)
L
ロ
HNOdq己
mwHロ
g
H
H
g
t
cロ
主
冊
仏
四
巴
B
x
n
o
g唱
mwHb・
H由吋∞-

ロ0
・品・

5 

他
国
の
憲
法
体
制
と
統
治
に
対
す
る
内
政
不
干
渉
原
則
は
、
ま
さ
に
フ
ラ

γ
ス
革
命
憲
法
の
対
外
的
大
原
則
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
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説

た。
「
フ
ラ
ン
ス
国
民
は
、

征
服
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
い
か
な
る
戦
争
を
企
て
る
こ
と
も
放
棄
し
、

か
つ
い
か
な
る
人
民
の
自
由

論

に
対
し
て
も
決
し
て
そ
の
武
力
を
行
使
し
な
い
。
」
(
制
憲
議
会
一
七
九

O
年
五
月
一
一
一
一
日
宣
言
。

一
七
九
一
年
九
月
三
日
フ
ラ
ン
ス
憲
法

第
六
篇
官
頭
)
。

人
類
史
上
初
め
て
一
国
憲
法
上
征
服
戦
争
放
棄
を
宣
言
し
た
世
界
史
的
意
義
を
有
す
る
こ
の
条
項
を
、

カ
ン
ト
が
知
っ
て
い
な
か
っ
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
原
則
の
成
立
と
意
義
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
既
に
詳
し
く
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
た

(
深
瀬
、
法
思
想
史

こ
こ
で
は
繰
返
さ
な
い
。
「
道
徳
的
人
格
」
を
有
す
る
一
国
の
主
権
的
独
立
性
と
自
由
が
承
認
さ
れ
る
以

上
、
内
政
不
干
渉
は
当
然
の
コ
ロ
ラ
リ
!
と
も
い
え
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
憲
法
は
こ
の
こ
と
を
、
征
服
戦
争
に
よ
る
他
国
の
圧
服
行
為

の
放
棄
、
他
人
民
の
自
由
に
対
す
る
武
力
行
使
に
よ
る
侵
害
行
為
を
断
言
的
に
否
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
具
体
的
か
つ
明
瞭
に
原

一
七
四
|
一
二

O
頁
)
の
で
、

則
化
し
た
と
い
え
よ
う
。
後
述
、
好
戦
思
想
と
対
普
填
戦
争
等
の
逸
脱
と
混
乱
を
通
じ
て
、
結
局
、
次
の
よ
う
な
革
命
の
平
和
原
則
の
最

終
的
・
集
約
的
条
項
と
な
っ
た
こ
と
も
想
起
し
よ
う
。

「
彼
(
フ
ラ
ン
ス
人
民
)

は
、
他
国
民
の
統
治
(
ぬ
。

5
2ロ巾
B
B
H
)
に
決
し
て
干
渉
し
な
い
。
彼
は
他
国
民
が
自
ら
の
統
治
に
干
渉
す
る

こ
と
を
決
し
て
甘
受
し
な
い
。
」
(
一
七
九
三
年
六
月
二
四
日
、

ジ
ャ
コ
バ

γ
憲
法
一
一
九
条
)

0

か
く
し
て
、

カ
ン
ト
の
こ
の
第
5
予
備
条
項
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
一
七
九
一
・
九
三
年
両
憲
法
平
和
条
項
を
綜
合
的
に
簡
潔
化
し
た

と
い
っ
て
よ
い
程
、
そ
の
基
本
思
想
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
が
本
条
項
で
、
他
国
の
暴
動
や
内
部
抗
争
に
つ
き
語
っ
て
い
る
の
は
、
実
質
的
に
は
フ
ラ
ソ
ス
革
命
の
実
態
と
隣
国

オ

l
ス
ト
リ
ヤ
の
立
場
を
頭
に
お
い
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
す
れ
ば
、

ラ
ン
ス
国
民
自
身
が
そ
の
内
部
疾
患
に
対
し
て
闘
争
中
で
あ
る
の
に
、
そ
の
革
命
憲
法
体
制
を
覆
え
そ
う
と
す
る
反
革
命
君
主
連
合
の
武

プ
ロ
イ
セ
ン
な
い
し
ド
イ
ツ
諸
邦
、
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力
干
渉
は
、
「
一
独
立
国
民
」
の
権
利
を
侵
害
す
る
無
権
利
す
な
わ
ち
不
法
な
「
そ
れ
自
体
暴
動
で
あ
る
」
と
決
め
つ
け
て
い
る
訳
で
あ

カ
ン
ト
が
「
ジ
ャ
コ
バ
ン
」
と
同
国
人
か
ら
中
傷
さ
れ
た
革
命
へ
の
「
同
情
」
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
こ
の
個

所
は
同
時
に
、
好
戦
化
し
つ
つ
あ
っ
た
革
命
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
た
厳
し
い
批
判
の
「
諸
刃
の
剣
」
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ

ジ
ロ
ン
ド
憲
法
草
案
(
一
七
九
三
年
二
月
一
五
|
一
六
日
国
民
公
会
上
程
)
第
一
三
篇
・
対
外
関
係
の
次
の
条
項
を
引
用

っ
て
、

ぅ
。
こ
こ
で
、

し
よ
う
。

ヵγ トの平和の法思想、について

「
第
二
条
、
彼
女
(
ブ
ラ
γ
ス
共
和
国
)
は
外
国
領
域
を
自
ら
の
領
土
に
併
合
す
る
こ
と
を
厳
粛
に
放
棄
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
領
域
の
住
民
の
多
数
が

自
由
に
表
明
し
た
要
望
に
し
た
が
い
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
併
合
を
要
請
し
た
領
時
酬
が
、
事
前
に
ま
た
自
由
な
同
意
に
よ
る
憲
法
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
社
会

規
約
に
よ
っ
て
、
他
の
国
民
に
:
結
合
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
の
み
、
併
合
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

第
一
一
一
条
、
プ
ラ
γ
ス
共
和
国
の
軍
隊
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た
国
に
お
い
て
は
、
将
軍
達
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
行
使
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
、
人

身
お
よ
び
財
産
の
安
全
を
維
持
し
、
そ
の
国
の
市
民
を
し
て
彼
ら
の
自
然
的
、
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
権
利
を
全
面
的
に
享
受
す
る
こ
と
を
確
保
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
将
軍
達
は
、
い
か
な
る
口
実
、
そ
し
て
場
合
に
お
い
て
も
、
彼
ら
が
賦
与
さ
れ
た
権
威
に
よ
っ
て
、
自
由
と
平
等
と
人
民
遠
の
主
権
に
反
す

る
よ
う
な
慣
行
の
維
持
を
保
護
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
四
条
、
プ
ラ
γ
ス
共
和
国
は
諸
外
国
と
の
関
係
に
お
い
て
、
人
民
一
般
の
同
意
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
諸
制
度
を
尊
重
す
る
。
」

こ
の
憲
法
草
案
条
項
は
、
前
年
末
(
一
七
九
二
年
一
一
月
一
九
日
)
国
民
公
会
が
決
定
し
た
「
友
愛
援
助
宣
一
宮
己
に
基
づ
く
対
外
政
策

を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
外
国
で
の
暴
動
に
よ
り
内
部
分
裂
が
起
り
、
蜂
起
住
民
が
革
命
フ
ラ

γ
ス
の
援
助
・
併
合
を
求
め
た
場
合

フ
ラ
ン
ス
は
軍
隊
を
派
遣
・
占
領
し
て
、
そ
の
国
の
人
民
一
般
の
同
意
に
よ
り
支
持
さ
れ
た
制
度
H
共
和
的
諸
制
度
し
か
尊
重
し
な
い
、

つ
ま
り
君
主
制
憲
法
体
制
の
変
革
、
革
命
的
干
渉
を
宣
言
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
草
命
フ
ラ
ン
ス
は
こ
の
時
期
に
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
君

主
制
国
と
戦
争
状
態
に
陥
っ
た
の
で
あ
る

カ
ン
ト
は
、
反
革
命
的
干
渉
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
革
命
的
干
渉
を
も
厳
し
く
糾
弾
(
自
制
を
要
請
)

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
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説

(
1
)
』

-USN-
出

-20-B
《
同
日

1
0自
由
片
山

G
C刊

L
O
H品
仏
∞

P
5
5・
口
問
-
z
p
H由
印
N
-
H】・

5
H
S
白・

二
節
参
照
。

前
掲
、
深
瀬
、
平
和
条
項
の
理
論
と
現
実
、
第
二
章
第

論

交
戦
国
が
将
来
の
平
和
に
際
し
相
互
信
頼
を
不
可
能
に
す
る
よ
う
な
卑
劣
な
敵
対
行
動
!
暗
殺
、
毒
殺
、
降
伏
条
約
破
棄
、
暴
動

の
煽
動
等
|
の
禁
止
。
そ
れ
は
講
和
を
不
可
能
に
し
相
互
に
絶
滅
す
る
ま
で
戦
わ
せ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
絶
滅
戦
と
そ
の
手
段
は
絶
対

に
禁
止
す
べ
き
だ
と
断
言
す
る
。
正
戦
と
懲
罰
戦
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
重
要
な
断
定
も
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
征
服
戦
争
放
棄
原
則
は
、
侵
略
戦
争
の
違
法
化
で
あ
り
、
防
衛
戦
争
等
を
正
当
と
す
る
、
正
戦
原
則
で
あ
っ
た
。
不

正
な
戦
争
と
正
戦
と
を
区
別
し
、
後
者
の
み
を
合
法
と
す
る
正
戦
論
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
、
中
世
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
(
ア
ウ
グ
ス

6 
チ
ヌ
ス
、

近
世
自
然
法
国
際
法
学
者
(
ピ
ト
リ
ア
、

(
深
瀬
、
法
思
想
史
、
四
五

l
五
一
、
八

O
l八
九
、

ス
ア
レ
ス
、

た
と
こ
ろ
で
あ
る

グ
ロ
チ
ウ
ス
)
が
夫
々
の
仕
方
で
主
張
し

一
O
五
l
一
一
一
一
一
頁
)
が
、
啓
蒙
の
世
紀
の
思
想
家
達
の
征
服

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
)
、

な
い
し
戦
争
批
判
を
経
て
、

フ
ラ
ン
ス
憲
法
征
服
戦
争
放
棄
原
則
は
、
世
俗
化
さ
れ
合
理
化
さ
れ
た
正
戦
論
で
あ
っ
た
と
い
え
る

二
O
O頁)。

し
か
し
、
正
戦
論
の
致
命
的
欠
陥
は
、

正
と
不
正
、
防
衛
と
侵
略
の
戦
争
の
区
別
が
極
め
て
困
難
で
、
実
際
上
不
可
能
な
場
合
が
多
い

こ
と
で
あ
る

(
フ
ラ
ン
ス
の
制
憲
議
会
で
も
こ
の
主
張
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

」
の
弱
点

深
瀬
、
法
思
想
史
、

一
七
九
、
二

O
八
頁
)
。

を
衝
き
、
平
和
の
た
め
に
は
一
切
の
戦
争
を
否
認
す
べ
き
だ
と
い
う
(
に
近
い
)
考
え
を
説
い
た
の
が
エ
ラ
ス
ム
ス
で
あ
り
(
向
、
九
三

|
九
九
頁
)
、
ま
た
正
戦
と
(
不
正
の
戦
争
の
)
制
裁
戦
争
を
と
も
に
否
認
し
た
カ

γ
ト
は
絶
対
平
和
主
義
に
近
い
。
カ

γ
ト
は
こ
の
こ
と

を
、
交
戦
独
立
国
の
上
に
立
つ
裁
判
所
の
不
在
と
、
国
際
社
会
に
お
い
て
治
者
・
被
治
者
関
係
が
存
在
し
な
い
と
い
う
国
際
社
会
の
構
造

的
理
由
に
よ
り
割
り
切
っ
て
い
る
が
、
彼
は
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
憲
法
的
「
正
」
戦
原
則
が
一
旦
戦
争
が
始
ま
る
と
、
容
易
に
「
不

正
」
の
戦
争
に
転
化
し
つ
つ
あ
っ
た
現
実
の
観
察
に
よ
っ
て
、
こ
の
思
想
を
検
証
・
補
強
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
(
ま
た
カ

γ
ト
は
、

北法29(3-4・112)460
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一
七
七
二
・
九
三
・
九
五
|
七
年
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
分
割
の
領
土
拡
張
戦
争
を
観
て
い
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
〈
F
n
r
o
p
-
u
-
U
8
3
3
1

の
絶
対
的
判
断
権
を
保
持
す
る
以
上
、
正
義
お
よ
び
懲
罰
の
戦
争
は
あ
り
得
な

主
権
独
立
国
家
が
戦
争
の
正
・
不
正
(
自
衛
・
侵
略
)

い
と
い
う
カ
ン
ト
の
命
題
は
、
現
代
国
際
連
合
体
制
の
根
本
的
欠
陥
を
も
衝
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
絶
滅
戦
争
と
そ
の
「
卑
劣
」
な
手
段

を
ー
目
的
と
手
段
と
も
に
|
絶
対
的
に
禁
止
す
る
こ
と
が
「
即
時
に
撤
廃
を
要
求
す
る
強
制
法
」
だ
と
い
う
カ
ン
ト
の
断
言
は
、
そ
れ
が

交
戦
諸
国
の
共
滅
・
人
類
の
絶
滅
そ
し
て
そ
の
「
非
人
間
的
」
手
段
が
平
時
に
及
ぼ
す
深
刻
な
額
廃
効
果
の
指
摘
と
と
も
に
、
現
代
核
戦

争
・
戦
略
を
7
1
僻
し
た
言
明
だ
と
も
い
え
よ
う
(
ヨ
向
島
O
田弘・

8
吋(凸
)

)

0

カ
ン
ト
の
リ
ア
ル
な
洞
察
の
鋭
ぶ
}
に
驚
く
ほ
か
は
な
い
。

(
1
)

同
旨
。
ェ
ル
ト
マ

γ
、
成
瀬
訳
、
一
一
七
頁
。
正
戦
や
懲
罰
戦
争
を
、
征
服
や
絶
滅
戦
争
と
同
様
、
カ
シ
ト
は
「
頭
か
ら
非
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ア

ラ
シ
ス
革
命
時
代
に
戦
争
が
、
当
初
の
高
い
理
想
を
失
っ
て
変
質
・
堕
官
給
す
る
傾
向
を
示
し
た
事
実
に
か
ん
が
み
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
」

(
2
)
深
瀬
、
長
沼
裁
判
に
お
け
る
憲
法
の
軍
縮
平
和
主
義
、
日
本
評
論
社
、
一
九
七
五
年
、
コ
一
l
l
四
頁
参
照
(
以
下
、
軍
縮
平
和
主
義
と
略
)
。
モ
シ
テ
ス

キ
ュ
ー
も
核
兵
器
の
出
現
を
予
感
し
て
い
る
(
同
書
」
頁
)
。

以
上
6
箇
条
の
「
予
備
条
項
」
を
検
討
し
た
結
果
、

そ
れ
ら
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
憲
法
の
平
和
思
想
と
実
行
と
、
直
接
・
間
接
、

ま
た
は

ヵγ トの平和の法思想について

積
極
・
消
極
の
関
連
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
と
り
わ
け
第
2
・
5
条
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
平
和
原
則
と
完
全
な
基
本
的

致
を
一
亦
す
独
立
国
家
の
自
由
・
平
等
そ
し
て
内
政
不
干
渉
原
則
で
あ
る
が
、
第
6
条
は
革
命
の
正
戦
原
則
に
対
す
る
根
本
的
批
判
に
よ
り

戦
争
一
般
と
く
に
絶
滅
戦
争
否
定
の
立
場
を
明
確
に
打
出
し
、
ま
た
第
1
条
は
革
命
フ
ラ
ン
ス
の
実
行
(
擬
似
非
平
和
)
に
対
す
る
批
判

を
含
み
、
第
3
・
4
条
は
カ
ン
ト
の
独
創
と
い
う
べ
く
、
常
備
軍
拡
張
競
争
・
軍
財
複
合
体
の
戦
争
誘
発
の
危
険
性
を
断
つ
べ
き
こ
と
、

ま
た
第
6
条
の
絶
誠
戦
争
手
段
の
禁
止
と
い
う
、
戦
争
の
手
段
面
に
つ
い
て
の
軍
事
・
財
政
・
社
会
心
理
的
洞
察
鋭
い
提
言
は
、

ス
革
命
の
平
和
思
想
を
一
段
放
く
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

フ
ラ

γ

そ
の
よ
う
な
「
予
備
条
項
」
は
、

い
ず
れ
も
「
禁
止
法
」
す
な
わ
ち
永
久
平
和
の
た
め
に
そ
の
違
背
が
禁
止
さ
れ
除
去
さ
る
べ
き
、
消
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説

極
的
諸
条
件

l
実
践
的
に
は
そ
の
違
反
に
対
し
批
判
・
反
対
・
抵
抗
を
必
要
と
す
る
|
規
定
で
あ
る
。
第
1
・
5
・
6
条
は
直
ち
に
断
行

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
第
2
・
3
・
4
条
は
諸
情
況
に
対
応
し
つ
つ
漸
進
的
に
実
現
さ
る
べ
き
、
永
久
平
和
を
準
備
す
る
基
礎
的
諸
条
件
で

論

あ
る
こ
と
を
想
起
し
て
お
こ
う
。

ミ伊l
永
久
平
和
を
確
立
す
る
建
設
的
確
定
条
件
に
つ
い
て

カ
ン
ト
は
消
極
的
視
点
か
ら
一
転
し
て
積
極
的
視
座
に
立
ち
、
永
久
平
和
を
確
保
す
る
法
的
諸
条
件
の
組
織
的
樹
立
を
考
究
す

る
。
自
然
状
態
を
戦
争
状
態
と
み
る
カ

γ
ト
は
、
人
間
の
本
性
お
よ
び
国
家
の
本
質
理
解
に
お
い
て
ホ
ッ
プ
ス
的
で
あ
り
、
前
者
を
平
和

状
態
に
お
い
て
把
え
た
ル
ソ
!
と
は
呉
る
。
し
か
し
、
人
為
的
な
国
家
の
自
然
の
戦
争
状
態
を
克
服
し
よ
う
と
考
え
た
ル
ソ
l

一
五
二

i
一
六

O
頁
)
と
同
様
、
「
平
和
状
態
の
樹
立
」
と
「
法
的
保
障
」
を
追
求
し
、

(
深
瀬
、

法
思
想
史
、

第
二
章
で
永
久
平
和
の
三
確
定
条

項
を
提
示
し
た
。

第
一
確
定
条
項
は
、
各
国
憲
法
体
制
が
「
共
和
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
規
定
す
る
。

1 a 

こ
の
条
項
に
、
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
理
念
の
直
接
の
影
響
」
を
み
る
者
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、

、
ル
キ
ヌ
H

ゲ
ツ
ェ
ヴ
ィ
チ
(
小

は
、
「
国
際
平
和
の
基
礎
と
し
て
の
体
制
の
同
一
性
の
理
論
に
関
し
て
カ
ン
ト
」
に
与
え
た
影
響
を
、

フ
ォ

γ
ス
・
オ
ラ
l
ル
が
「
き
わ
め
て
適
切
に
指
摘
し
た
」
と
し
て
次
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。

田
・
樋
口
訳
、

二
八

O
頁
)

「カ
γ
ト
の
本
質
的
理
念
、
四
即
ち
自
由
な
諸
国
民
の
間
以
外
に
は
国
際
法
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
八
世
紀
の
ブ
ラ
シ
ス
の
哲
学
者
達
や
草
命

の
人
々
の
共
通
な
理
念
で
あ
る
。
:
・
カ
γ
ト
は
非
常
に
深
く
ル
ソ
ー
を
き
わ
め
た
が
、
し
か
も
主
権
を
明
白
に
人
民
に
お
く
こ
と
を
避
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

政
治
的
に
は
そ
の
後
継
者
と
は
な
ら
ず
に
、
独
立
的
な
弟
子
に
他
な
ら
な
か
っ
た
が
、
ル
ソ
!
と
同
様
専
制
政
治
を
根
絶
す
る
こ
と
が
平
和
お
よ
び
国
際
法

樹
立
の
第
一
条
件
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
:
。
」

、
ル
キ
ヌ
H
ゲ
ツ
ェ
ヴ
ィ
チ
は
、

に
示
さ
れ
て
い
る
と
見

「
国
際

そ
こ
に
カ
ン
ト
に
対
す
る
仏
革
命
の
影
響
が
き
わ
め
て

「
明
瞭
」
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法
が
国
内
法
と
不
可
分
で
あ
り
、
平
和
は
自
由
の
函
数
で
あ
り
、
歴
史
的
に
は
国
際
組
織
は
自
由
な
諸
国
民
及
び
立
憲
国
家
の
間
以
外
に

は
実
現
さ
れ
得
な
い
と
い
う
革
命
フ
ラ
ン
ス
の
理
念
は
、
カ
ン
ト
の
著
作
(
の
中
に
)
哲
学
的
命
題
を
見
出
し
た
」
と
と
ら
え
、
ゲ
ツ
ェ

ヴ
ィ
チ
の
持
論
「
公
法
統
一
の
原
理
」
(
国
際
法
・
園
内
法
に
ま
た
が
り
歴
史
的
・
実
質
的
に
自
由
と
平
和
が
統
一
に
向
う
傾
向
)

ン
ト
が
説
明
し
て
い
る
と
考
え
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
比
較
的
最
近
の
研
究
(
〈
F
n
r
o
阻み
-
g∞
(g)wmp)

ル
ソ
!
な
い
し
仏
革
命
の
影
響
を
否
み
え
な
い
に
し
て

も
、
カ

γ
ト
の
本
条
項
で
の
「
共
和
的
」
概
念
の
意
味
内
容
や
平
和
構
想
が
如
何
に
重
要
か
つ
深
い
相
違
が
あ
る
か
の
検
討
の
必
要
性
を

tこ

強
調
し
、

オ
ラ
l
ル
説
を
批
判
し
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。

筆
者
に
と
っ
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
憲
法
体
制
〈
一
七
九
一
年
立
憲
君
主
制
、

一
七
九
二
年
八
月
共
和
制
、

ジ
ャ
コ
パ

γ
憲
法
の
共

和
制
)

と
カ
ン
ト
的
「
共
和
的
市
民
体
制
」
と
の
聞
に
は
、
類
似
と
同
様
相
違
が
「
明
瞭
」
で
あ
り
、
両
者
夫
々
の
正
確
な
理
解
に
基
づ

き
相
互
の
関
係
づ
け
に
は
慎
重
を
要
す
る
と
考
え
る
。

(
l
)
切
・
去
三
巴
5
・0
忌
R
2
F
R
Y
-
r
g
わ
D
ロ回門広三

5
5
2
3
1
2
5
p
句

-
C・
m-H申
印

ゲ

同

y
g。
・
に
同
旨
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

ヵγ トの平和の法思想について

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
憲
法
的
平
和
条
項
を
宣
言
し
た
制
憲
議
会
(
一
七
九

O
年
五
月
)

に
お
い
て
、
国
王
の
戦
争
遂
行
権
を
議
会
の

b 
承
認
に
か
か
ら
し
め
防
衛
戦
争
の
枠
内
に
限
定
す
る
こ
と
が
、
自
由
と
平
等
H
人
権
を
保
障
す
る
新
憲
法
を
確
立
し
、
革
命
を
成
功
さ
せ

る
た
め
に
、
原
理
的
に
も
実
際
的
に
も
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
、
多
数
の
議
員
に
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
(
深
瀬
、
法
思
想
史
、

七
八
頁
)
。
ま
た
、
「
も
し
あ
ら
ゆ
る
国
民
が
我
々
が
そ
う
あ
ろ
う
と
欲
し
て
い
る
よ
う
に
自
由
と
な
る
な
ら
、
も
は
や
戦
争
は
な
く
な
る

だ
ろ
う
」
、

ま
た
宣
戦
講
和
権
は
主
権
の
一
部
だ
か
ら
、

そ
の
行
使
権
を
国
民
が
保
持
す
る
こ
と
に
よ
り
国
民
は
自
由
と
な
り
う
る
、

い
う
発
言
も
あ
っ
た
。
自
由
と
平
和
の
結
合
そ
し
て
諸
国
民
の
連
帯
の
意
識
は
た
し
か
に
制
憲
議
員
の
多
数
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

を
カと
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説

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
な
い
し
啓
蒙
思
想
家
の
多
く
は
、
国
際
平
和
の
維
持
の
期
待
を
君
主
の
啓
蒙
・
説
得
に
か
け
た

ル
ソ
l
が
「
戦
争
と
征
服
、
専
制
政
の
進
展
」
は
相
互
不
可
離
で
あ
る
か
ら
君
主
の
専
制
的
支
配
体
制
の
革
命
な
く
し
て
国
際

サ
γ
・
ピ
ェ

l
ル

の
だ
が
、

論

一
六
五
頁
)
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
が
ま
さ
に
こ
の
種
革
命
だ
っ
た
こ
と
に
お

平
和
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
リ
ア
ル
な
洞
察
を
示
し
た

(問、

い
て
、
そ
の
ル
ソ
l
的
性
格
を
否
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
カ
ン
ト
が
、

ル
ソ
!
の
人
民
主
権
論
も
、
革
命
の
国
民
主
権
原
則
も
、

革
命
権
も
抵
抗
権
も
認
め
な
い
平
和
論
者
で
あ
っ
た
相
違
は
、
彼
を
サ
ン
・
ピ
ェ

l
ル
や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
近
い
も
の
と
し
て
い
る
。

革
命
の
制
憲
議
会
が
設
立
し
た
「
自
由
な
憲
法
体
制
」
と
は
、
「
人
権
宣
言
で
調
っ
た
不
可
侵
の
国
民
の
自
由
と
平
等
の
権
利
を
確
保

す
る
た
め
に
、
一
般
意
志
の
表
現
と
し
て
の
法
律
が
支
配
す
る
国
民
主
権
に
基
づ
く
権
力
分
立
制
」
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
国

民
代
表
・
議
会
に
多
く
の
権
力
を
集
め
、
制
限
選
挙
制
に
よ
り
有
産
者
市
民
の
代
表
が
そ
の
よ
う
な
議
会
の
最
高
権
力
を
行
使
し
、

で
君
権
を
制
限
、
他
方
で
人
民
大
衆
か
ら
独
立
し
た
、
半
ば
民
主
的
で
半
ば
反
人
民
的
な
立
憲
君
主
体
制
で
あ
っ
た
(
向
、
二
一
一

l
二

一一一一貝
)
0

カ
ン
ト
の
い
う
「
共
和
的
」
市
民
体
制
に
最
も
近
い
の
は
、

こ
の
一
七
九
一
年
憲
法
体
制
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
民
主
的
憲
法

と
は
厳
格
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
実
カ
ン
ト
は
、

内山巾旨o町
阻
止
国

nvg
〈
叩
民
自
由
ロ
ロ
∞
べ
と
の
混
同
を
明
示
的
に
戒

こ
の
後
者
、

め
、
共
和
制
と
は
専
制
政
に
対
立
す
る
「
統
治
形
態
」
で
あ
り
、
「
国
家
形
態
」
と
し
て
の
民
主
制

U
m
B
o
w
S去
は
言
葉
本
来
の
意
味

に
お
い
て
「
必
然
的
に
専
制
政
」
ロ
O
件
当
巾
ロ
仏
古
色
ロ

U
m
4
2
2
B
だ
と
ま
で
断
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
一
七
九
二
年
八
月
一

O
日
の
第
二
革
命
に
よ
り
共
和
制
と
な
り
国
民
公
会
に
全
権
力
が
集
中
さ
れ
、
人
民
主
権
に
基

づ
く
民
主
体
制
と
な
り
、
前
述
ジ
ロ
ン
ド
憲
法
案
が
上
程
さ
れ
、
革
命
フ
ラ
ン
ス
は
好
戦
化
(
ジ
ロ
ン
ド
党
が
主
導
的
だ
っ
た
)
し
、
ジ

ャ
コ
パ
ン
憲
法
可
決
と
な
り
、
国
内
的
に
ジ
ャ
コ
パ
ン
独
裁
政
H
恐
怖
政
治
に
移
行
す
る
。
カ
シ
ト
が
、
民
主
制
は

(
国
家
が
自
ら
与
え

た
法
を
国
家
が
専
断
的
に
行
使
巴
官
ロ
自
陣
ロ
宮
山

m
g
〈
o--Nぽ
宮
認
す
る
制
度
と
し
て
の
)

の
は
、
そ
の
よ
う
な
革
命
の
推
移
の
観
察
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

専
制
政
治
権
力
行
使
に
導
く
と
書
い
て
い
る
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ル
ソ

l
は
、
君
主
に
代
り
人
民
が
主
権
・
平
戦
権
を
掌
握
す
る
体
制
の
普
遍
化
に
よ
り
諸
人
民
が
戦
争
を
や
り
合
わ
な
い

か
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
遥
か
に
少
な
く
な
る
と
思
う
」
、
し
か
し
全
く
な
く
な
る
と
は
断
言
し
な
か
っ
た
(
深
瀬
、
法
思
想
史
、
二
ハ

六
頁
)
。
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
制
憲
議
会
の
平
和
条
項
・
一
七
九
一
年
憲
法
の
征
服
戦
争
放
棄
と
宣
戦
布
告
の
君
主
・
議
会
協

同
方
式
(
王
が
提
案
、
議
会
が
承
認
)
は
、
君
主
の
好
戦
的
宣
戦
を
平
和
的
議
会
が
阻
止
す
る
た
め
に
は
有
効
で
あ
る
が
、
好
戦
化
し
た

議
会
に
対
し
王
が
平
和
的
抑
制
機
能
を
果
す
こ
と
(
ミ
ラ
ボ
ー
は
そ
れ
を
予
見
し
期
待
し
た
)
は
、
実
際
上
あ
り
え
な
い
シ
ス
テ
ム
で
あ

っ
た
(
深
瀬
、
同
、
一
八
五
、
ニ
一
一
一
一
頁
)
。
カ
ン
ト
は
、
共
和
主
義

H
N
8
c
r
r
E巳
回
目
と
は
、
執
行
権
を
立
法
権
か
ら
分
離
す
る
国
家

原
理
だ
と
し
て
い
る
が
、
執
行
権
H
君
主
が
(
啓
蒙
さ
れ
)
立
法
権
に
対
し
そ
の
好
戦
性
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
能
を
期
待
し
て
い
た
よ
う

そ
れ
は
彼
自
身
の
思
想
(
元
首
・
君
主
は
戦
争
を
一
種
の
遊
戯
の
よ
う
に
開
始
す
る
が
、
国
民
は
戦
争
の
災
禍
を
自
ら
引
受

い
っ
た
い

で
あ
る
が
、

け
る
)

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
実
例
に
も
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
民
主
制
に
お
い
て
人
民
が
衆
愚
化
し
好
戦
化
す
る

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
ジ
ロ
ソ
ド
党
下
の
国
民
の
好
戦
化
等
が
例
と

に
も
、

事
態
(
古
代
ア
テ
ネ
民
主
制
に
お
い
て
デ
マ
ゴ
ー
グ
に
操
ら
れ
た
民
衆

ヵγトの平和の法思想について

カ
γ
ト
が
代
議
制
や
権
力
分
立
制
に
よ
っ
て
、
正
し
い
法
の
理
念
に
か

な
っ
た
「
共
和
的
統
治
方
式
」
が
可
能
と
な
り
人
民
大
衆
(
デ
マ
ゴ
ー
グ
の
煽
動
に
よ
る
)
の
暴
力
化
・
好
戦
化
を
防
ぎ
、
永
遠
の
平
和

し
て
思
い
あ
た
る
)
ま
で
も
カ
γ
ト
が
考
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、

を
確
立
し
う
る
と
ま
で
見
通
し
た
(
ル
ソ

l
が
沈
黙
し
た
問
題
)
と
い
う
読
み
こ
み
が
可
能
か
も
知
れ
な
い

(
宮
田
光
雄
、

一
五
一
|
二

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
大
衆
的
熱
狂
を
カ
ン
ト
は
予
見
し
え
な
か
っ
た
と
す
る
が
)
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
国
際
平
和
の
基
礎
と
し
て
諸
国
政
治
体
制
が
民
主
的
同
一
性
を
も
つ
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
が
フ
ラ

γ
ス
革
命
を

頁
は
、

通
ず
る
一
律
の
命
題
で
あ
っ
た
と
か
、

ま
し
て
や
カ
ン
ト
の
第
一
確
定
条
項
の
理
論
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
乱
暴
・
不
正
確
な
言
い
方

で
採
り
え
な
い
。
前
述
の
検
討
に
よ
り
解
明
し
た
と
お
り
、

ル
ソ

l
等
の
思
想
家
の
ど
の
思
想
の
部
分
、
仏
革
命
の
ど
の
時
期
の
ど
の
原

則
か
ら
影
響
さ
れ
、

カ
ン
ト
独
自
の
「
共
和
的
市
民
憲
法
体
制
」
を
構
成
し
た
か
が
問
題
で
あ
る
。
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説

カ
ン
ト
の
い
う
「
共
和
的
同
一
性
」
が
永
久
平
和
の
確
定
的
基
礎
だ
と
い
う
命
題
が
、
予
備
条
項
2
・
5
条
で
明
確
化
さ

れ
た
自
主
独
立
の
諸
国
家
の
憲
法
体
制
不
干
渉
の
前
提
に
立
つ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
諸
国
が
君
主
制
・
貴
族
制
・

こ
こ
で
は
、

論

民
主
的
共
和
制
い
ず
れ
の
国
家
形
態
を
と
る
に
せ
よ

ま
た
、

そ
れ
ら
諸
国
家
の
大
小
強
弱
に
か
か
わ
ら
ず
、
(
実
際
上
の
機
能
の
実
質

に
お
い
て
、
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
)
自
由
・
平
等
の
法
治
国
家
の
理
念
と
し
て
の
「
共
和
主
義
」
に
向
う
漸
進
的
進
歩
の
展
望
が
、

永
久
平
和
の
そ
れ
に
つ
な
が
り
、

そ
の
基
礎
を
な
す
も
の
だ
と
解
し
う
る
の
で
は
な
い
か
(
仏

-FF包
江
口

Y
F
2
5
Z四
宮

R
P
℃
-

H
討
l

EN)
の
み
を
、
記
し
て
お
き
た
い
。

(
l
)
深
瀬
、
議
会
制
民
主
主
義
の
展
開
、
現
代
法
3
、
岩
波
書
応
、
一
九
六
五
年
、
四
一
一
一
ー
ー
四
四
頁
。
杉
原
泰
緒
、
国
民
主
権
の
研
究
、
岩
波
書
応
、

七
一
年
、
二
九
五
|
三
六
二
頁
、
岡
、
人
民
主
権
の
史
的
展
開
、
岩
波
書
広
、
一
九
七
八
年
参
照
。

(
2
)

エ
ル
ト
マ
シ
、
成
瀬
訳
、
二
七
一
具
、
「
カ
シ
ト
は
別
の
個
所
で
、
共
和
政
体
は
『
好
戦
的
で
は
あ
り
え
な
い
』
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
議
論
が
有
効

か
ど
う
か
は
、
か
か
っ
て
次
の
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
戦
争
と
千
和
に
つ
い
て
決
定
を
下
す
人
民
が
、
戦
争
を
は
じ
め
た
場
合
に
予
期
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
恐

る
べ
き
事
態
を
、
ど
こ
ま
で
は
っ
き
り
と
直
観
し
て
い
る
か
に
よ
る
の
で
あ
る
o
」

2 

第
二
確
定
条
項
は
、
自
由
な
諸
国
家
の
連
盟
に
基
づ
い
て
国
際
法
が
樹
立
さ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
す
る
。
こ
の
条
項
は
ま
さ
に
カ

カ
ン
ト
の
永
久
平
和
論
の
頂
点
を
な
し
、
後
世
一
九
一
九
年
の
国
際
連
盟
の
思
想
的
先
駆
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
平
和
思
想
と
の
関
連
を
辿
っ
て
お
く
。

ン
ト
の
独
創
で
あ
り
、

そ
の
背
景
と
な
る
思
想
、

サ
ン
・
ピ
ェ

l
ル
の
恒
久
平
和
計
画
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
君
主
同
盟
会
議
に
よ
る
国
際
・
圏
内
平
和
の
確
保
と
違
反
国
の
同
盟
軍

(
深
瀬
、
法
思
想
史
、

一
三
三
|
一
三
九
頁
)
が
、

カ
ン
ト
の
本
条
項
は
、
全
人
類
・
世
界
の
自
由
な
諸

に
よ
る
制
裁
を
構
想
し
て
い
た

国
家
の
連
盟
構
想
で
あ
り
武
力
制
裁
は
理
論
的
・
実
際
的
(
そ
れ
は
、
主
権
独
立
国
家
の
平
等
原
則
と
矛
盾
し
、

に
排
除
さ
れ
て
い
る
0

フ
ラ
ン
ス
革
命
(
制
憲
議
会
)
の
平
和
原
則
は
、

ま
た
実
質
的
に
戦
争
た

り
う
る
)

そ
の
国
際
法
的
側
面
に
お
い
て
は
、
「
独
立

ま
た
、

北法29(3-4・118)466

ブL



対
等
な
主
権
国
家
」
の
政
治
道
徳
的
(
自
然
法
上
の
)
「
連
帯
」
ー
そ
の
基
本
は
ル
ソ
l
的
思
想
に
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
ー
に
よ
り
侵
略
(
征

服
)
戦
争
を
放
棄
・
禁
止
・
抑
制
す
る
(
正
戦
)
思
想
で
あ
っ
た
(
深
瀬
、
法
思
想
史
、
二
一
四
頁
)
と
い
え
る
が
、
カ
ン
ト
の
本
条
項

が
「
自
由
な
諸
国
家
」
を
基
本
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
全
く
こ
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
平
和
思
想
と
一
致
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
革
命
原

則
が
規
定
し
た
一
国
の
対
外
的
宣
言
行
為
の
限
界
を
超
え
て
、
全
人
類
の
国
際
社
会
の
法
的
組
織
化
構
想
を
提
示
し
、
か
っ
そ
こ
に
戦
争

を
一
切
容
認
し
て
い
な
い
と
い
う
発
展
的
特
質
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

仏
革
命
の
平
和
思
想
は
、
人
類
社
会
を
支
配
す
る
自
然
法
|
「
正
義
の
法
則
」
「
普
遍
的
道
徳
」

i
を
承
認
し
た
が
、
全
人
類
を
一
共
和

コ
ス
モ
ポ
'
チ
ス
ム

国
と
し
世
界
市
民
を
構
成
員
と
考
え
る
よ
う
な
極
端
な
個
人
主
義
・
世
界
市
民
主
義
を
採
ら
ず
|
極
く
少
数
の
例
外
は
別
と
し
て

(
A
・

ク
ロ

l
ッ
、
深
瀬
、
法
思
想
史
、
二
一
回
、
二
二
七
、
六
一
ー
ー
六
二
頁
参
照
)
|
、
前
述
の
よ
う
に
自
然
権
を
保
有
す
る
個
人
と
の
類
推

に
よ
り
国
家
が
自
然
権
と
し
て
の
独
立
・
自
由
を
有
す
る
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
国
家
の
独
立
・
自
由
を
侵
害
す
る
征
服
戦
争
・
内
政
干

渉
の
責
任
者
は
憲
法
違
反
者
と
さ
れ
、
違
反
者
の
刑
事
制
裁
手
続
が
規
定
さ
れ
て
い
た

(
深
瀬
、
同
、

一
八
七
|
八
頁
)
が
、
外
国
の
征

服
・
圧
制
行
為
に
対
し
て
は
自
然
法
的
正
義
の
名
に
お
い
て
自
由
な
諸
国
が
連
帯
し
て
征
服
と
内
政
干
渉
行
為
を
集
団
的
に
抑
制
・
制
裁

カシトの平和の法思想、について

す
る
こ
と
を
要
請
す
る
思
想
で
あ
っ
た

(
深
瀬
、
問
、
二
一
五
頁
)
。

と
こ
ろ
で
カ
ソ
ト
は
、
右
、
国
家
の
独
立
・
自
由
の
権
利
に
お
い
て
仏
革
命
思
想
と
一
致
し
た
基
本
を
採
り
つ
つ
、
戦
争
を
制
限
す
る

に
と
ど
め
ず
、
す
べ
て
の
戦
争
を
廃
棄
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
一
時
に
と
ど
ま
ら
ず
永
遠
に
終
結
さ
せ
る
「
平
和
也
監
」

p
z
m
g
r
g仏

を
構
想
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
遥
か
に
高
次
元
の
徹
氏
し
た
思
想
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
平
和
思
想
の
原
点
は
、
本
条
項

解
説
中
の
次
の
一
句
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

「
そ
れ
に
も
(
諸
国
家
の
戦
争
状
態
か
ら
脱
却
す
べ
き
だ
と
い
う
自
然
法
の
命
令
は
必
ら
ず
し
も
国
際
法
上
妥
当
し
な
い
)
か
か
わ
ら
ず
、
思
…
配
は
依

然
と
し
て
最
高
の
道
徳
的
立
法
権
の
王
座
か
ら
、
訴
訟
手
続

(
m
R
Z由
m
g
m
)
と
し
て
の
戦
争
を
絶
対
に
禁
止
し
、
こ
れ
に
反
し
て
平
和
状
態
を
直
接
の

北法29(3-4・11ヲ)467



説

義
務
な
り
と
す
る
。
し
か
も
か
か
る
平
和
状
態
は
諸
国
民
相
互
間
の
契
約
な
く
し
て
樹
立
さ
れ
得
ず
、
ま
た
保
障
も
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
」

論

こ
の
平
和
状
態
樹
立
の
諸
国
民
間
の
契
約
は
「
平
和
連
盟
」
の
そ
れ
で
あ
り
、
こ
の
契
約
は
各
国
の
自
由
を
侵
害
抑
制
す
る
も
の
で
は

な
く
、
逆
に
諸
画
家
の
自
由
を
「
維
持
し
保
証
」
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
ル
ソ
ー
が
、
国
際
社
会
の
形
式
的
・
機
械
的
な
組
織
・
固

定
化
が
強
大
国
の
弱
小
国
に
対
す
る
不
正
な
支
配
の
恒
久
化
を
も
た
ら
す
現
実
を
恐
れ
て
、
独
立
国
家
相
互
の
侵
略
干
渉
戦
争
の
禁
止
を

保
障
す
る
諸
国
家
の
連
合
形
態
を
構
想
し
た
(
深
瀬
、
法
思
想
史
、
二
ハ
四
|
一
六
五
頁
)
よ
う
に
、
強
制
的
な
国
際
国
家
で
は
な
く
、

自
由
な
諸
国
家
の
自
発
的
結
合
に
よ
る
「
平
和
連
盟
」
に
よ
り
、
諸
国
家
の
無
法
な
戦
争
状
態
を
脱
出
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

カ
ン
ト
が
、
「
一
つ
の
世
界
共
和
国
の
積
極
的
理
念
」
が
ご
般
論
」
と
し
て
は
正
し
い
が
、
「
具
体
論
」
す
な
わ
ち
国
際
社
会
の
現
段
階

の
現
実
に
即
し
て
い
え
ば
、
自
由
な
諸
国
家
の
対
等
の
主
権
的
独
立
性
に
基
づ
い
た
国
際
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
(
総
て
が

失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
以
上
)
戦
争
を
防
止
し
、
持
続
的
に
し
て
絶
え
ず
拡
大
す
る
連
盟
(
巾

5
2
号
ロ
関
門
円
高
与
者
各
B
ロ号
p

r
Eお
宮
邑

2
・

5仏
包

n
E
B
g
m円
山

吉

田

σ
2
5
E
E
∞S
L
g
)
と
い
う
「
消
防
倒
的
代
用
物
」
の
理
念
、
が
必
要
だ
と
し
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
平
和
連
盟
」
に
は
如
何
な
る
国
家
も
加
盟
を
強
制
さ
れ
ず
、
ま
た
加
盟
後
の
脱
退
も
可
能
な
、
自
由
で
緩
や
か

な
結
合
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
連
盟
が
多
く
の

(
総
て
の
)
国
の
協
力
に
よ
り
実
効
的
に
戦
争
を
防
止
し
う
る
か
が
問
題
で
あ
る
が
、

γ
ト
は
、

そ
の
よ
う
な
連
盟
の
理
念
が
漸
進
的
に
永
久
平
和
に
導
く
実
現
性
に
つ
い
て
、
「
強
力
か
つ
啓
蒙
さ
れ
た
一
国
民
」
が
共
和
国

(
本
質
的
に
永
久
平
和
に
傾
く
)
を
形
成
し
、

連
盟
的
統
一
の
中
心
点
と
な
っ
て
諸
国
を
結
合
し
、

国
際
法
に
従
っ
て
諸
国
の
自
由
を
保

障
し
、
そ
の
よ
う
な
平
和
的
結
合
を
徐
々
に
益
々
速
く
ま
で
拡
大
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
期
待
を
か
け
て
い
る

(
S
R
r。印ゐ
-
U
2・
は
、
こ

の
啓
蒙
さ
れ
た
一
国
民
と
は
フ
ラ
ン
ス
国
民
を
暗
示
し
て
い
る
と
解
す
。

司
門
戸
巾
門

r-FnF
何
回
印
曲
目
・
匂
・

]FU
∞
は
、

カ
ン
ト
は
ア
メ
リ
カ
が
引
受

け
る
で
も
あ
ろ
う
役
割
を
見
通
し
て
い
た
と
書
い
て
い
る
)
。
こ
の
問
題
は
な
お
、

カ
ン
ト
の
「
商
業
の
自
由
」
や
「
永
久
平
和
の
保
障
」
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の
見
解
と
関
係
し
て
い
る
(
後
に
検
討
)
が
、
カ
ン
ト
は
一
貫
し
て
、
「
永
久
平
和
は
空
虚
な
観
念
で
は
な
く
、

解
決
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
任
務
」
だ
と
説
く
の
で
あ
る
(
甲
山
色
広
島
w

何
回

g
Z
R
E
官

F
℃

-
E∞)。 徐
々
に
進
展
し
て
ゆ
く

(
1
)
〈
v
n
r
c
p
喝

-
E由
(
臼
)
は
、
モ
γ
テ
ス
キ
ュ
ー
の
連
邦
主
義
(
法
の
精
神
九
篇
二
章
参
照
)
の
カ
シ
ト
へ
の
影
響
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
モ
シ

テ
ス
キ
ュ
ー
の
理
想
は
、
「
国
民
と
人
類
の
完
全
な
調
和
」
に
あ
っ
た
と
み
、
カ
Y

ト
は
、
「
実
際
、
フ
ラ
γ
ス
革
命
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
な

e
d
F
，
チ
ス
ム

国
民
の
政
治
理
念
と
世
界
市
民
主
義
の
中
聞
に
位
置
す
る
」
と
み
て
い
る

Q
E
-
n
F
F
・
-v
・
勾
同
(
呂
)
)
。
な
お
、
彼
は
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
主
義
を
高
く

評
価
し
て
い
た
(
河
口
ヨ
m
m
p
H
V
・
5
3。

(
2
)
「
カ
ソ
ト
に
在
つ
て
は
戦
争
は
『
最
も
大
な
る
禍
害
』
『
人
類
の
鞭
』
で
あ
る
。
(
戦
争
が
一
定
の
壮
美
さ
を
喚
起
し
、
発
展
の
手
段
と
な
る
こ
と
は
あ

ら
う
・
・
)
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
吾
人
の
裡
な
る
実
践
理
性
は
要
求
し
て
臼
ふ
、
『
戦
争
あ
る
べ
か
ら
ず
』
と
、
こ
れ
拒
否
す
べ
か
ら
ざ
る
理
性
の
『
ヴ
ィ

ト
l
』
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
戦
争
は
人
格
と
し
て
の
個
人
及
び
国
家
相
互
の
間
の
倫
理
的
命
令
と
相
容
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
J

南
原
、
一
五
四
|
五

真。

3 

第
三
確
定
条
項
は
、
普
遍
的
友
好
の
諸
条
件
に
よ
っ
て
世
界
市
民
法
が
規
定
さ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
カ
シ
ト
の
体
系
的
考
察
は
、

ヵγ トの平和の法思想について

ー
、
圏
内
法
、

2
、
国
際
法
に
つ
い
で
、

3
、
人
間
お
よ
び
諸
国
家
、
が
一
つ
の
普
遍
的
な
人
類
国
家
の
市
民
と
み
な
さ
れ
う

る
か
ぎ
り
に
お
け
る
世
界
市
民
法
に
ま
で
、
徹
底
す
る
の
で
あ
る
。

ヨ
ス
毛
ボ

9
チ
ス
ム

本
条
は
思
想
的
に
は
、
世
界
市
民
主
義
の
系
譜
に
入
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
も
普
遍
的
人
聞
の
権
利
の
宣
言
等
が
採
択
さ
れ
た

確
定
条
項
、

け
れ
ど
も
、
そ
の
国
際
法
的
保
障
迄
は
到
底
及
ん
で
い
な
い
。
カ
ン
ト
が
、
今
日
の
用
語
で
い
え
ば
、
国
際
(
人
類
)
社
会
に
お
け
る
個

人
の
人
権
保
障
の
問
題
あ
る
い
は
「
民
際
関
係
」
の
問
題
に
ま
で
考
察
を
及
ぼ
し
、
諸
条
件
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
カ
ン

ト
の
独
創
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
制
憲
議
会
に
お
い
て
も
、
「
地
球
上
の
す
べ
て
の
諸
国
民
の
聞
に
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
連
繋
の
き
ず
な
が
結
ぼ
れ
て

イ
ン
ド
で
起
っ
た
戦
争
は
す
ぐ
さ
ま
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
巻
き
こ
ん
で
し
ま
う
」
(
ベ
シ
オ

γ
)
と
い
っ
た
連
帯
意
識
は
か
な
り

い
る
か
ら
、

北法29(3-4・121)469



説

存
在
し
た
。
し
か
し
人
類
共
通
に
所
属
す
る
「
地
表
権
」
に
基
づ
く
「
訪
問
権
」
の
明
示
や
、
商
業
大
国
の
「
植
民
地
主
義
」
の
残
虐
な

態
度
、
掠
奪
、
禍
害
の
実
態
、
宗
教
的
偽
善
に
対
す
る
厳
し
く
鋭
い
批
判
・
糾
弾
(
入
国
を
制
限
し
た
中
園
、
日
本
の
賢
明
さ
の
評
価
)

は
、
時
代
を
超
え
る
洞
察
を
示
し
、
さ
ら
に
、
地
球
上
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
友
好
関
係
が
「
地
球
上
の
一
つ
の
所
に
お
け
る
法
の
鼓
損
も

論

あ
ら
ゆ
る
他
の
所
に
お
い
て
感
ぜ
ら
れ
る
程
度
に
ま
で
発
展
し
て
き
た
」
と
カ

γ
ト
が
い
っ
た
こ
と
が
、
飛
躍
的
に
現
実
化
し
た
今
日
、

第
1
・
第
2
確
定
条
項
を
「
補
足
」
す
る
本
条
項
の
世
界
市
民
法
の
具
体
的
諸
形
態
の
重
要
性
は
一
層
増
大
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

(
l
)

カ
シ
ト
の
一
七
八
四
年
の
「
世
界
市
民
的
見
地
に
お
け
る
一
般
歴
史
の
構
想
」
を
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
野
田
叉
夫
、
七
一

|
七
二
頁
、
古
館
喜
代
治
、
文
献
参
照
。

〈

2
)
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
呉
国
に
上
陸
し
た
場
合
、
そ
こ
で
賓
客
と
し
て
遇
せ
ら
れ
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
が
、
自
分
を
む
り
や
り
支
配
者
と
認
め
さ
せ

原
住
民
か
ら
そ
の
所
有
を
奪
い
と
る
権
利
は
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
カ
シ
ト
は
、
植
民
地
主
義
に
対
す
る
最
も
手
き
び
し
い
最
も
早
期
の

批
判
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
」
エ
ル
ト
マ
シ
、
成
瀬
訳
、
二
七
頁
。

「
追
加
条
項
」
「
附
録
」
に
つ
い
て
は
、

次
項
で
の
検
討
の
な
か
に
含
め
る
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。

カ
ン
ト
独
自
の
平
和
思
想
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
平
和
思
想
と
の
関
連
を
辿
る
よ
り
も
、

げ)(21 

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
力
ン
ト
の
永
久
平
和
論
独
自
の
思
想
と
体
系
の
検
討

カ
ン
ト
は
繰
返
す
ま
で
も
な
く
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
「
同
情
者
」
で
あ
り
、
同
革
命
の
事
実
自
体
を
「
人
類
の
道
徳
的
傾
向
の
進

歩
の
到
達
点
を
示
す
も
の
と
視
」

(
y
z
p
匂・

5
。
)
あ
る
い
は
、
「
人
類
種
属
の
道
徳
的
進
歩
の
歴
史
の
『
象
徴
』
」
(
南
原
、
二

O
一
l
一一一

頁
)
を
見
出
し
た
。
カ
ン
ト
が
、
永
遠
の
平
和
に
向
う
歴
史
の
進
歩
の
た
め
に
期
待
を
か
け
た
「
思
考
様
式
の
変
革
」
の
「
歴
史
的
し
る

し
」
と
し
て
、
「
人
類
の
歴
史
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
現
象
(
フ
ラ
ン
ス
革
命
)
は
決
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
か

っ
て
い
か
な
る
政
治
家
も
従
来
の
事
態
か
ら
思
い
及
ば
な
か
っ
た
人
間
本
性
に
ひ
そ
む
、
よ
り
よ
き
も
の
へ
の
性
向
と
能
力
と
を
明
ら
か
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に
し
た
か
ら
」
。
ま
た
「
こ
の
よ
う
な
現
象
の
み
が
、

る
」
。
(
宮
田
、

法
的
な
原
理
に
従
っ
て
人
類
史
に
お
い
て
自
然
と
自
由
と
を
結
合
す
る
の
で
あ

と
書
き
、
極
め
て
高
い
評
価
を
与
え
続
け
た
。

一
八
七
頁
引
用
。
)

カ
ン
ト
の
永
久
平
和
論
は
、
前
項
で
検
討
し
た
と
お
り
、
フ
ラ

γ
ス
革
命
の
思
想
と
憲
法
原
則
そ
し
て
実
行
を
注
意
深
く
観

察
し
て
、
多
く
を
学
び
つ
つ
、
重
要
な
批
判
お
よ
び
反
対
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ヴ
ラ
シ
ョ
の
次
の
指
摘
は
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

「
カ
γ
ト
の
国
際
政
治
論
が
あ
る
時
期
以
降
フ
ラ
γ
ス
革
命
に
よ
っ
て
、
強
く
影
響
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
理
論
に
革
命
の
思
想
と

実
行
の
単
な
る
ひ
き
う
つ
し
し
か
見
出
さ
な
い
の
は
誤
ま
り
で
あ
ろ
う
。
「
永
久
平
和
計
画
」
の
著
者
は
、
革
命
に
よ
っ
て
ひ
き
起
さ
れ
た
経
験
や
思
想
の

な
か
に
、
革
命
を
法
的
お
よ
び
政
治
的
次
一
五
に
置
き
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類
種
属
の
生
物
学
的
お
よ
び
文
化
的
な
進
歩
の
統
一
性
に
つ
い
て
の
彼
の

旧
い
合
目
的
論
的
仮
説
を
掘
下
げ
、
か
つ
具
体
化
す
る
た
め
の
源
泉
を
汲
み
と
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る
方
が
、
は
る
か
に
よ
り
真
実
に
合
致

し
、
よ
り
正
確
な
の
で
あ
る
。
」
(
〈
E
n
y
o少
℃
・
匂
∞
)
。

以
下
に
お
い
て
は
、

カ
ン
ト
の
永
久
平
和
論
の
「
追
加
条
項
」
と
「
附
録
」
お
よ
び
(
必
要
最
低
限
の
)
関
連
文
献
を
総
合
的
に
瞥
見

の
体
系
と
特
質
と
し
て
私
の
理
解
す
る
基
本
的
ポ
イ
ン
ト
を
要
約
し
て
お
き
た
い
と

し
て
、

カ
ン
ト
の
平
和
の
法
思
想
の
独
自
(
固
有
)

ヵγ トの平和の法思想について

思
う
。(

l
)
「
事
実
力
ン
ト
は
、
正
当
に
も
ブ
ラ
γ
ス
革
命
の
哲
学
者
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
や
エ
シ
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
も
明
確
に
指
摘
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ヵ
γ
ト
哲
学
を
支
え
て
い
る
精
神
と
、
ア
メ
リ
カ
革
命
及
び
プ
ラ
γ
ス
革
命
を
裏
づ
け
て
い
る
諸
理
念
と
の
あ
い
だ
に
は
、
一
つ
の

あ
き
ら
か
な
ア
ナ
ロ
ギ
ー
が
あ
る
。
即
ち
カ
γ
ト
は
、
権
威
に
対
し
て
個
人
の
独
立
性
を
明
白
に
主
張
し
、
人
間
的
自
由
の
問
題
を
、
ま
さ
に
彼
の
思
想

の
中
核
そ
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
七
七
六
年
と
一
七
八
九
年
の
両
革
命
の
指
導
者
達
は
、
自
ら
人
間
的
権
利
の
実
現
を

意
図
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
信
念
に
生
き
た
か
ら
で
あ
る
0

・
:
」
原
田
鋼
、
二
ハ
六
頁
、
参
照
。

)
 

円ド(
 
さ
て
、

永
久
平
和
計
画
の
「
第
一
追
加
条
項
」
が
、
「
永
久
平
和
の
保
障
」
と
し
て
の
|
カ

γ
ト
の
歴
史
哲
学
に
基
づ
く
!
「
偉
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1m 

大
な
芸
術
家
と
し
て
の
自
然
」
を
論
じ
、
「
附
録
」
が
永
久
平
和
に
か
か
わ
る
政
治
の
現
実
と
道
徳
的
要
請
と
の
不
一
致
を
合
致
に
導
く

実
践
理
論
で
あ
る
と
い
っ
て
大
過
あ
る
ま
い
。

論

a 

一
方
で
は
国
内
体
制
の
専
制
政
の
「
草

前
者
に
つ
い
て
は
、
ル
ソ
ー
が
サ

γ
・
ピ
ェ

1
ル
の
恒
久
平
和
計
画
の
実
現
に
つ
い
て
、

命
」
を
必
要
と
し
、
か
つ
他
方
国
際
組
織
に
つ
い
て
は
武
力
な
い
し
「
人
類
に
と
っ
て
恐
る
べ
き
暴
力
手
段
」
が
必
要
だ
と
書
き

(F宮・

5
3
2
5
V
宮
町
宮
召
合

S
F・
深
瀬
、
法
思
想
史
、
二
ハ
五

l
一
六
六
頁
)
、
「
最
後
の
戦
争
た
る
べ
き
戦
争
が
、
不
誠
の
平
和
を
準
備

カ
ン
ト
が
読

す
る
」
と
言
っ
た
こ
と
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る

(
ル
ソ
l
の
こ
の
「
批
判
」
は
一
七
八
二
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

ん
で
い
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
)
と
思
う
。

カ
γ
ト
の
「
世
界
市
民
的
見
地
に
お
け
る
一
般
歴
史
の
構
想
」
(
一
七
八
四
年
)
が
、

ま
さ
に

こ
の
問
題
に
対
す
る
カ
ソ
ト
的
解
答
を
一
示
(
唆
)

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

七一

l
七
二
頁
。
南
原
、
一
九

O
頁
以
下
。
宮
田
、

二
ハ
一
l
i

一
六
九
頁
。
小
倉
志
祥
、
三
一
一
一
一
l
l
三
五
三
頁
等
)
の
で
こ
こ
で
喋
々
の
要
は
な
い
。
人
類
を
種
属
と
し
て
生
物
学
的
・
長
期

的
に
み
る
と
き
は
、
人
間
な
い
し
人
間
集
団
相
互
間
の
利
己
的
な
不
和
・
敵
対
と
「
非
社
交
性
」
に
よ
る
抗
(
戦
)
争
と
窮
乏
が
人
聞
を

賢
明
な
ら
し
め
て
法
治
国
を
作
ら
せ
た
が
、
諸
国
家
聞
の
戦
争
に
備
え
る
軍
備
と
戦
争
に
よ
る
荒
廃
と
窮
乏
と
が
諸
国
民
を
賢
明
に
し
て

全
世
界
に
公
民
状
態
を
作
り
あ
げ
さ
せ
る
と
い
う
「
非
社
交
的
社
交
性
」

右
「
一
般
史
考
」
に
つ
い
て
は
多
く
の
優
れ
た
見
解
・
研
究
が
あ
る
(
野
田
文
失
、

(
dロ
mmm叩
5
m
m
o
g
m
E
m宮
町
)
と
い
う
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

の
作
用
が
、
「
摂
理
」
と
呼
ば
れ
、

世
界
史
の
目
標
と
し
て
の
世
界
の
永
久
平
和
に
導
く
保
障
で
あ
る
と
カ

γ
ト
が
言
っ
て
い
た
と
い
え

カ
γ
ト
の
「
体
系
的
歴
史
」
哲
学
の
中
に
そ
の
よ
う
に
弁
証
法
的
に

ょ
う
。

ル
ソ
l
の
「
恐
る
べ
き
暴
力
手
段
」
、
世
界
最
終
戦
争
が
、

(
高
橋
昭
二
、
カ
ン
ト
の
弁
証
論
、
創
文
社
、

一
九
六
九
年
、
二
六
三
頁
以
下
、
参
照
)
。

組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
か

し
か
し
カ
ン
ト
は
、
永
久
平
和
論
の
冒
頭
で
、
そ
れ
が
全
人
類
の
墓
地
に
立
て
ら
れ
る
墓
碑
銘
と
な
る
可
能
性
を
否
定
し
て
い
な
い
。

「
最
後
の
戦
争
」
が
「
全
人
類
の
壊
滅
に
ま
で
到
達
」
し
う
る
未
来
の
問
題
は
、
や
は
り
、
「
平
和
の
保
証
と
同
時
に
そ
れ
に
も
ま
さ
る
没
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落
の
危
険
が
常
に
介
在
し
て
い
る
」
と
い
う
危
機
的
現
実
の
直
視
を
要
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
に
、
「
永
久
平
和
の
保
証
論
は
体
系

的
歴
史
と
自
由
の
歴
史
の
接
点
で
あ
り
、
従
っ
て
一
か
ら
他
へ
の
移
行
点
で
あ
る
:
・
。
そ
こ
に
は
摂
理
か
ら
倫
理
へ
の
道
が
示
さ
れ
て
い

る
」
(
小
倉
志
祥
、
三
四
一
|
一
二
五
三
頁
)

カ
ン
ト
の
永
久
平
和
論
の
「
追
加
条
項
」
が
、
「
附
録
」
に
お
け
る
倫
理
的
実
践

と
い
わ
れ
、

論
を
不
可
欠
と
し
た
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

カ
ン
ト
自
身
第
一

「
追
加
条
項
」
の
最
後
部
で
有
名
な
言
葉
を
書
い
て
い
る
。

「
こ
の
よ
う
に
し
て
自
然
は
、
人
間
の
傾
向
性
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
自
体
を
通
じ
て
、
永
久
平
和
を
保
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
保
証
の
確
実

性
は
、
永
久
平
和
の
将
来
を
(
理
論
的
に
)
予
言
す
る
(
司
E
E品
目
)
に
充
分
な
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
し
か
し
実
践
的
見
地
か
ら
は
充
分
で
あ
り
、

こ
の
(
単
な
る
夢
想
的
で
は
な
い
)
目
的
に
向
っ
て
努
力
す
る
こ
と
を
、
我
々
の
義
務
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

b 

後
者
、
す
な
わ
ち
、
氷
久
平
和
の
た
め
の
実
践
論
に
お
い
て
は
、
「
策
略
的
政
治
家
」
(
い
わ
ゆ
る
マ
キ
ャ
ベ
リ
ス
ト
)

と
そ
の
御
用

の
厳
し
い
批
判
を
通
じ
て
、
「
道
徳
的
政
治
家
」
(
自
己
丘
町
田
口

Z
F
E
F
2
)
の
原
則
、

が
あ
る
べ
き
と
考
え
る
永
久
平
和
の
た
め
の
政
治
的
実
践
の
原
則
を
論
じ
て
い
る
。
そ
の
原
理
は
、

道
学
者
(
「
政
治
的
道
徳
家
」
)

す
な
わ
ち
カ
ン
ト

ヵγ トの平和の法思想について

一
一
吉
に
し
て
い
え
ば
、
漸
進
的
改
革

主
義
で
あ
る
。
暴
力
革
命
な
い
し
干
渉
に
よ
る
急
激
な
変
革
を
否
認
し
、
圏
内
的
・
国
際
的
な
欠
陥
を
法
的
見
地
か
ら
最
善
の
組
織
(
共

和
的
国
家
、
国
際
連
盟
、
友
好
的
世
界
市
民
法
)
に
向
っ
て
漸
進
的
に
改
革
し
、
不
断
に
目
標
に
接
近
す
る
よ
う
実
践
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
国
家
が
憲
法
上
専
制
体
制
的
で
あ
っ
て
も
、
運
用
上
共
和
的
に
統
治
す
る
改
革
は
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
悪
し
き
体

制
を
革
命
の
暴
動
に
よ
り
変
革
し
た
場
合
(
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
想
定
し
て
い
る
)
反
革
命
の
干
渉
を
許
す
べ
か
ら
ざ

る
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
際
関
係
に
お
い
て
、
専
制
体
制
の
変
革
も
事
情
に
応
じ
寛
恕
延
期
す
べ
き
場
合
が
あ
る
と
い
う
。

結
局
、
道
徳
的
政
治
家
の
原
理
は
、
国
法
・
国
際
法
お
よ
び
世
界
市
民
法
の
問
題
を
、
術
策
問
題
と
し
て
で
な
く
、
道
徳
的
問
題
と
し

て
取
扱
う
ベ
く
、
「
ま
ず
第
一
に
純
粋
実
践
理
性
の
王
国
と
そ
の
正
義
と
を
追
求
せ
よ
、

し
か
ら
ば
汝
の
目
的
(
す
な
わ
ち
永
久
平
和
の
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説

ま
た
、
政
治
的
格
律
は
、
各
国
の
安
寧
と
幸
福
か
ら
で
は
な
く
、
「
法
的
義
務
の
純

粋
概
念
か
ら
(
す
な
わ
ち
、
そ
の
原
理
が
先
天
的
に
純
粋
理
性
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
当
為
か
ら
)
、
出
発
す
べ
き
で
あ
る
。
」

恩
寵
)

は
自
ず
か
ら
汝
に
加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
、

論

カ
ソ
ト
の
永
久
平
和
論
の
た
め
の
実
践
理
論
は
、
「
マ
キ
ャ
ベ
リ
ス
チ
ッ
ク
な
政
略
の
諸
格
律
を
拒
否
し
、

の
定
言
的
命
令
(
コ
5
1
5件以

g広
ぬ
O
H
Z口
町
内

U
F
2
2
0ロ
)
か
ら
演
縛
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
公
法
の
諸
原
則
に
変
る
こ
と
な
く
準
拠
し
つ

こ
の
よ
う
に
し
て
、

つ
行
動
す
べ
し
と
宣
告
す
る
」
(
〈
F
島
0
9
匂

-g∞
)
も
の
と
い
え
よ
う
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
純
粋
な
実
践
理
性
は
、
戦
争
が
人
格
と
し
て
の
個
人
と
国
家
の
倫
理
的
本
質
と
自
由
に

真
向
か
ら
矛
盾
す
る
の
ゆ
え
に
、
「
戦
争
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
命
令
す
る
(
南
原
、

C 

こ
れ
を
要
す
る
に
、

一
五
四
l
一
五
五
頁
)
。
そ
し
て
「
理
性
は
最
高
の
道

徳
的
立
法
権
の
王
座
か
ら
、
紛
争
解
決
手
続
と
し
て
の
戦
争
を
絶
対
に
禁
止
し
、
こ
れ
に
反
し
て
平
和
状
態
を
直
接
の
義
務
と
す
る
」
(
第

二
確
定
条
項
、
前
述
一
二
、
山
、
帥
2
、
を
み
よ
)

の
で
あ
る
。
純
粋
な
普
遍
的
妥
当
性
を
も
っ
不
変
の
(
人
間
の
)
実
践
理
性
が
主
権
者

カ
ン
ト
に
あ
っ
て
、
戦
争
は
絶
対
的
に
否
認
さ
れ
、
「
平
和
状
態
」
が
法
的
に
確
立
し
保
障
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

意
味
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
絶
対
的
平
和
主
義
者
で
あ
り
、
明
確
強
硬
な
「
戦
争
非
合
法
化
」
(
H
制
度
と
し
て
の
戦
争
を
違
法
化
し
、

戦
争
を
廃
止
す
る
)
論
者
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

で
あ
る
以
上
、

経
験
的
事
実
の
世
界

に
実
現
せ
ら
れ
る
と
否
と
に
依
っ
て
、
一
宅
末
も
其
の
価
値
を
減
ぜ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
:
・
併
し
、
他
方
に
道
徳
的
義
務
に
関
す
る
政
治
原

理
の
問
題
と
し
て
、
其
の
招
来
を
努
力
す
る
実
践
的
意
味
に
於
て
、
そ
れ
自
身
客
観
的
実
在
性
を
有
す
る
0

・
:
永
久
平
和
は
実
践
理
性
の

断
言
命
令
に
倫
理
的
根
拠
を
有
し
、
永
久
平
和
の
国
土
の
建
設
は
人
類
不
断
の
政
治
的
努
力
と
し
て
諸
国
民
の
上
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
で

そ
し
て
、
「
永
久
平
和
は
、

道
徳
上
の
最
高
善
と
共
に
実
践
理
性
の
法
則
に
根
拠
す
る
一
箇
の
理
念
で
あ
っ
て
、

あ
る
:
・
。
」
(
南
原
、

一
六
五
l
二
ハ
六
頁
)
。
こ
の
よ
う
な
永
久
平
和
は
、
「
政
治
上
の
最
高
普
」
H
「
歴
史
の
目
的
」
で
あ
り
、
そ
の
法
的

カ
ン
ト
は
予
備
・
確
定
条
項
で
論
じ
、
「
追
加
条
項
」
に
お
い
て
、

組
織
化
な
い
し
「
世
界
秩
序
」
の
樹
立
の
条
件
と
内
容
を

人
間
相

理
性
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互
の
不
和
・
抗
争
・
戦
争
の
現
実
の
繰
返
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
否
む
し
ろ
そ
れ
ら
非
社
交
的
災
厄
が
社
交
性
と
平
和
の
組
織
化
を
強
制

す
る
「
生
物
」
な
い
し
「
種
属
」
と
し
て
の
人
間
の
歴
史
の
「
自
然
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
い
し
「
摂
理
」
が
、
永
久
平
和
を
保
障
す
る
と

い
う
、
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
(
広
・
河
口
吉
田

g
h
z
z
g匂
庄
司
骨

E
E包
括
ゐ
・

8
l島
む
を
も
っ
て
、
永
久
平
和
の
実
践
倫
理
哲
学
を
補

強
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
永
久
平
和
は
実
践
理
性
の
義
務
で
あ
り
、

判
断
力
に
よ
り
確
定
さ
れ
た
歴
史
の
「
終
局
目
的
L

で
あ

に
認
識
さ
れ
る
進
歩
の
弁
証
法
的
過
程
の
到
達
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
哲
学
的
に
綜

合、り
集
約経
さ験
れ科
た学
至、的
局、(
の、文
位、化
置、人
づ類
けτ学
を}的
与)

え

ら
れ
7こ

そ
の
よ
う
な
、
氷
久
平
和
の
法
的
樹
立
の
た
め
の
「
共
和
的
」
国
内
体
制
お
よ
び
国
際
連
盟
そ
し
て
世
界
市
民
法
の
構
想
に
つ
い
て
は
、

既
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
憲
法
・
平
和
原
則
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
カ

γ
ト
の
法
哲
学
に
お
け
る
、
人
間
個
人

一
五
六
頁
)
と
、
法
の
「
先
験
的
・
形
式
」
性
の
重
視
を
(
恒
藤
武
二
、
三
七
一

l
三
八

お
よ
び
国
家
の
人
格
的
自
由
の
観
念
(
南
原
、

一
頁
参
照
)

カ
ン
ト
固
有
の
も
の
と
し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
由
(
口
同
・
回
o
E忌
ゐ
巴
∞
l
戸
∞
)
は
客
観
的
実
践
理

カゾトの平和の法思想、について

性
の
法
則
に
従
っ
て
個
人
お
よ
び
国
家
が
行
動
す
る
と
き
獲
ら
れ
、
法
は
他
の
自
由
と
の
調
和
を
破
る
外
的
行
為
の
抑
制
の
規
範
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
自
由
を
平
等
に
保
障
す
る
憲
法
体
制
(
代
議
・
権
力
分
立
制
)
が
「
共
和
的
」
と
呼
ば
れ
る
(
民
主
国
で
あ
れ
、
君
主

国
で
あ
れ
、
平
和
共
存
が
可
能
。
当
国
各

g
ゐ・

8
∞
)
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
原
点
の
実
践
理
性
の
先
験
的
・
形
式
性
の
故
に
、
「
共
和
的
」

体
制
自
体
が
基
本
的
に
、
実
質
的
政
治
内
容
と
無
関
係
な
形
式
的
性
格
を
保
有
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
個
人
の
人
格
の
尊
厳
に
基
づ

く
、
個
人
お
よ
び
国
民
国
家
の
自
律
性
と
倫
理
的
行
動
の
自
由
が
平
等
に
法
的
に
保
障
さ
れ
る
統
治
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
本
質
的
に
重

要
で
あ
っ
て
、
政
治
体
制
(
君
主
・
貴
族
・
民
主
制
)
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
区
別
は
二
次
的
だ
と
み
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な

カ
ン
ト
の
永
久
平
和
論
に
も
現
れ
て
い
る
、
倫
理
的
人
格
主
義
と
形
式
的
・
脱
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
は
、
複
雑
深
刻
に
相
対
立
す

る
諸
国
家
の
政
治
体
制
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
超
え
て
平
和
共
存
な
い
し
永
久
平
和
の
法
的
組
織
化
を
可
能
な
ら
し

(〈
F
n
r
o
m
w
H
y
g
o
)
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説

め
よ
う
と
い
う
実
際
主
義
を
示
す
と
と
も
に
、
誤
用
す
る
と
自
由
で
民
主
的
な
憲
法
体
制
の
重
要
性
の
軽
視
(
専
制
政
で
も
啓
蒙
さ
れ
れ

ば
よ
い
と
い
う
安
易
な
妥
協
)

に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

論

(
i
)
カ
γ
ト
の
全
哲
学
の
体
系
に
つ
い
て
は
、
次
の
結
論
を
引
用
し
て
お
く
。
彼
が
「
批
判
主
義
哲
学
に
根
拠
し
て
、
一
方
に
理
論
理
性
の
認
識
批
判
を
為

す
こ
と
に
依
り
、
本
体
論
的
形
而
上
学
の
可
能
を
否
定
し
、
他
方
に
実
践
理
性
の
純
粋
意
志
の
限
界
内
に
於
て
信
仰
を
思
惟
の
対
象
と
せ
し
め
る
こ
と
に

依
り
、
宗
教
に
新
た
な
批
判
的
基
礎
を
与
え
た
:
・
。
こ
れ
に
依
っ
て
、
啓
蒙
的
理
神
論
の
如
き
思
弁
的
形
而
上
学
の
宗
教
諭
を
根
底
か
ら
覆
し
、
理
論
的

認
識
の
彼
岸
に
宗
教
本
来
の
世
界
を
指
示
し
た
:
・
。
又
、
そ
の
た
め
に
積
極
的
基
礎
を
実
践
道
徳
に
求
め
、
そ
れ
と
宗
教
と
の
必
然
的
な
る
意
味
の
連
関

を
理
解
し
よ
う
と
企
て
た
こ
と
は
、
頗
る
理
由
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
れ
ば
、
宗
教
は
何
も
の
に
も
優
り
て
道
徳
的
心
情
の
純
粋
性
・
良
心
に
出

発
し
、
且
、
絶
対
者
た
る
神
と
人
間
的
自
我
と
の
人
格
的
結
合
関
係
を
本
質
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
う
し
て
『
神
の
国
』
と
は
、
そ
の
核
心
に
於
て
か

や
う
に
愉
仰
を
中
心
と
し
て
結
ば
れ
た
人
栴
の
愛
の
共
同
体
理
念
以
外
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

「カ

γ
ト
は
如
上
の
構
畑
山
に
於
て
、
恰
も
か
や
う
な
『
神
の
国
』
と
並
ん
で
、
調
は
ば
某
の
外
的
形
式
と
し
て
、
諸
々
の
悶
家
の
結
合
に
基
づ
く
世
界

の
普
遍
的
秩
序
を
要
請
し
、
そ
れ
に
歴
史
の
理
念
的
意
義
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
れ
に
依
っ
て
所
謂
『
地
の
意
味
』
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
殊

に
人
類
の
協
同
作
業
と
し
て
の
政
治
に
就
い
て
、
従
来
の
国
家
の
政
治
に
対
し
て
、
新
に
国
際
政
治
の
領
野
を
開
示
し
、
世
界
の
普
遍
的
政
治
秩
序
と
永

久
平
和
の
理
念
を
指
示
し
た
こ
と
は
、
政
治
理
論
史
上
に
お
け
る
カ
シ
ト
の
偉
大
な
業
績
で
あ
る
。
国
際
政
治
思
想
、
否
、
一
般
に
政
治
国
家
論
は
第
十

八
世
紀
の
末
葉
、
彼
に
依
て
初
め
て
認
識
論
と
道
徳
説
の
根
拠
の
上
に
哲
学
的
基
礎
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
人
間
』
の
批
判
に
始
る
『
人

道
』
の
哲
学
思
惣
の
全
体
系
の
終
局
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
な
が
ら
、
其
の
構
成
は
専
ら
道
徳
を
中
心
と
し
、
彼
の
宗
教
諭
に
見
る
が
如
く

其
の
政
治
理
論
も
畢
党
、
道
徳
原
理
の
応
用
た
る
を
免
れ
な
か
っ
た
。
然
る
に
『
人
間
』
と
『
人
道
』
の
哲
学
を
以
て
は
、
本
来
超
個
人
的
な
る
政
治
的

国
家
生
活
に
国
有
の
本
質
を
未
だ
闇
明
し
得
な
い
。
専
ら
山
犬
践
塑
性
の
先
天
的
形
式
的
法
則
か
ら
抽
出
せ
ら
れ
た
法
律
と
法
律
国
家
の
観
念
を
以
て
は
、

歴
史
的
現
実
の
世
界
に
於
け
る
政
治
的
国
家
生
活
の
滋
味
の
理
解
に
十
分
で
な
い
:
。
」

「
併
し
、
初
も
か
か
る
悶
家
が
民
依
の
共
同
体
と
し
て
其
の
倫
理
的
目
的
が
問
わ
れ
る
場
合
に
は
、
必
ず
や
正
義
の
価
値
原
理
が
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
而
し
て
そ
れ
は
ひ
と
り
特
殊
の
民
族
・
特
殊
の
国
家
の
み
で
な
く
、
超
民
族
的
・
超
国
家
的
、
随
っ
て
普
く
人
類
位
界
に
妥
当
す
る
規
範
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
意
味
に
於
て
、
カ
γ
ト
に
即
し
て
若
々
が
演
料
し
た
如
き
、
『
正
義
』
と
そ
れ
に
相
応
し
き
人
類
の
『
福
祉
』
の
綜
合
と
し
て
の

叶
永
久
平
和
』
の
思
念
は
、
恐
ら
く
将
米
柏
崎
む
こ
と
な
き
国
際
の
戦
争
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
を
超
え
て
、
否
、
そ
の
只
中
に
於
て
も
、
必
ず
や
諸
国
民
の
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協
同
し
て
、
こ
れ
が
達
成
の
た
め
に
不
断
の
努
力
を
傾
倒
す
べ
き
政
治
上
の
包
取
高
善
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
出
版
、
二
一

O
l一一一一一頁。

(
2
)
ジ
ヤ
ヅ
F
-
T
日
夕
γ
(
久
保
正
幡
・
稲
煩
良
曲
内
訳
、
人
間
と
国
家
、
創
文
社
、
一
九
六
二
年
、
一

O
七
l
一
一
三
一
氏
〉
の
い
わ
ゆ
る
「
理
論
的
な
考

え
方
に
お
い
て
対
立
し
て
い
る
人
A

も
人
権
の
日
ス
ト
に
関
し
て
純
粋
に
実
際
的
な
合
意
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
考
え
方
と
実
際
的
態
度

と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
こ
の
マ
リ
タ
γ
の
い
う

gロ
丘
♀
古
田
官
伊
丹
H
A
E
2
2
5
5巳ロ
2
が
、
具
体
的
に
何
か
に
つ

き
ユ
ネ
ス
コ
で
も
合
意
は
必
ら
ず
し
も
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
円
同
・
同
-EF-
去
三
r
-
2・円
2
5
ω
叶

F
E
E
D
ロ
ω
出志口
EZmbom
仏

2

2
丘町
0
5
C
E
2・

7
向
mw師
団

O
ロ
・
]
戸
叩
吋
J
1
・
H
U

・
N
N
H
・

(
3
)
デ
ル
タ
イ
、
村
岡
哲
訳
、

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
と
ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
、
創
寸
〈
社
、

一
九
七
五
年
、
参
照
。

四
結
び
に
代
え
て
「
、
氷
久
平
和
の
た
め
に
」
と
現
代
平
和

一
八
世
紀
末
、
絶
対
王
制
、
産
業
革
命
以
前
、
箪
事
的
拡
大
衝
突
戦
争
に
よ
る
国
際
関
係
が
圧
倒
的
だ
っ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
一
臣
民
哲

カシトの平和の法思想、について

ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
近
代
立
憲
主
義
と
平
和
の
理
念

み
と
お

と
原
則
と
実
行
に
よ
っ
て
大
き
く
変
動
し
つ
つ
あ
る
時
代
の
し
る
し
を
見
透
し
て
、
自
己
の
全
哲
学
体
系
を
完
結
点
に
ま
で
高
め
た
の

が
、
彼
の
「
永
久
平
和
の
た
め
に
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
一
小
著
は
カ
ン
ト
の
哲
学
の
み
な
ら
ず
、

学
者
カ
ン
ト
が
、
啓
蒙
の
世
紀
の
思
想
を
綜
合
し
、

一
八
位
紀
の
平
和
思
想
全
体
の

一
九
世
紀
を
通
じ
て
こ
れ
に
比
肩
し
う
る
著
作
は
現
れ
ず
、
今
世
紀
第
一
次
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
「
恐
る
べ

き
暴
力
」
と
殺
裁
・
破
壊
を
経
て
樹
立
さ
れ
た
国
際
連
盟
・
国
際
連
合
の

l
「
非
社
交
的
社
交
性
」
を
実
証
す
る

l
「
先
駆
」
的
思
想
と
な

最
高
峰
の
頂
点
を
劃
し
、

っ
た

と
筆
者
は
考
え
る
。

カ
ン
ト
の
永
久
平
和
論
が
、
彼
の
時
代
と
哲
学
体
系
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
少
な
か
ら
ぬ
「
弱
点
」
を
も
つ
こ
と
は
否
め
な
い
。
二

O

世
紀
後
半
の
現
代
、
民
主
主
義
の
進
展
、
産
業
・
独
占
資
本
主
義
か
ら
社
会
的
な
い
し
社
会
主
義
経
済
へ
の
進
化
、
国
際
平
和
組
織
な
い
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説

し
平
和
共
存
の
国
際
関
係
の
存
在
は
、

カ
ン
ト
の
時
代
に
は
速
い
夢
想
で
し
か
な
か
っ
た
事
柄
が
既
に
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と

論

を
示
す
。
そ
の
よ
う
な
現
時
点
に
立
つ
時
、
我
々
は
、
カ
ン
ト
の
永
久
平
和
論
の
時
代
的
制
約
と
同
時
に
、
い
や
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
、

一
世
紀
な
い
し
二
世
紀
の
将
来
を
先
取
り
し
た
洞
察
力
の
鋭
さ
と
的
確
さ
に
驚
嘆
せ
ざ
る
を
え
ぬ
と
こ
ろ
が
少
な
く

彼
の
時
代
を
超
え
、

な
い
。
日
く
、
軍
備
の
漸
進
的
縮
少
撤
廃
、
絶
滅
的
兵
器
使
用
の
絶
対
的
禁
止
、
軍
産
複
合
体
へ
の
警
告
、
内
政
不
干
渉
、
戦
争
非
合
法

化
、
自
由
な
諸
国
家
の
連
合
か
ら
「
世
界
的
共
和
国
の
積
極
的
理
念
」
へ
、
植
民
地
主
義
の
糾
弾
と
友
好
的
民
際
関
係
の
法
の
形
成
、
国

際
的
人
権
保
障
、
等
。
そ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
、
核
時
代
の
現
代
に
お
け
る
極
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
課
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
本
小
稿
全
体
の
検
討
の
「
結
び
に
代
え
て
」
、
最
後
に
指
摘
し
た
い
の
は
次
の
点
に
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
征
服
戦
争
放
棄
の
憲
法
的
平
和
原
則
と
カ

γ
ト
の
「
永
久
平
和
の
た
め
に
」
の
憲
法
・
国
際
法
構
想
と
の
関
係
は
、

そ
の
平
和
思
想
の
基
本
的
性
格
に
お
い
て
、
現
代
国
際
連
合
(
連
盟
・
不
戦
条
約
)
の
侵
略
戦
争
違
法
化
(
集
団
的
安
全
保
障
・
制
裁
)

の
国
際
法
と
日
本
国
憲
法
の
戦
争
非
合
法
化
・
軍
備
(
の
漸
進
的
縮
少
)
撤
廃
原
則
と
の
関
係
に
、
正
確
に
対
応
し
、
い
ず
れ
も
後
者
が

前
者
の
理
論
を
実
際
的
教
訓
に
基
づ
き
「
徹
底
」
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
憲
法
の
征
服
戦
争
放
棄
原
則
が
数
年
間
で
防
衛
↓
宣
伝
↓
征
服
戦
争
に
不
可
避
的
に
移
行
し
た
実
行
例
に

フ
ラ
ン
ス
的
正
戦
論
を
止
揚
し
た
絶
対
平
和
主
義
を
帰
結
さ
せ
た
よ
う
に
、
連
盟
・
不
戦
条
約
加
盟
の
大
日
本
帝
国

学
ん
だ
カ
ン
ト
が
、

が
自
衛
の
名
に
お
け
る
侵
略
戦
争
に

l
軍
縮
失
敗
後
の

l
強
大
な
軍
隊
を
も
っ
て
従
事
し
、
結
局
現
代
核
戦
争
の
惨
禍
を
蒙
っ
て
敗
戦
を

日
本
国
憲
法
の
一
切
の
戦
争
放
棄
の
「
恒
久
平
和
」

H

「
軍
縮
平
和
主
義
」
が
結
実
さ
れ
た
と
考
え

迎
え
た
国
民
的
経
験
に
基
づ
い
て
、

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
o

こ
れ
を
要
す
る
に
、
侵
略
戦
争
の
放
棄
か
ら
一
切
の
戦
争
と
そ
の
手
段
の
廃
棄
と
い
う
段
階
へ
の
前
進
な
い
し
飛
躍
が
、
現
実
の
戦
争

の
経
験
と
そ
の
理
性
的
省
察
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
た
と
い
う
基
本
的
図
式
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
カ
ン
ト
へ
の
場
合
と
、
不
戦
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条
約
加
盟
の
日
本
か
ら
平
和
憲
法
へ
の
場
合
と
の
聞
に

l
園
、
時
代
、
環
境
、
条
件
、
人
物
等
の
巨
大
な
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
l
顕
著

な
相
似
性
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
小
稿
を
終
る
こ
と
に
し
た
い
。

戦
争
の
現
実
と
そ
の
推
移

l
境
界
綜
不
明
|
の
経
験
則
、
お
よ
び
純
粋
で
厳
し
い
理
性
の
批
判
に
よ
る
戦
争
と
軍
備
の
廃
棄
論
の
意
義

を
深
く
究
明
す
る
た
め
に
、

カ

γ
ト
の
永
久
平
和
論
の
持
ち
続
け
て
い
る
「
古
典
」
的
価
値
と
示
唆
は
、
根
本
的
で
鋭
い
。
も
し
カ
ン
ト

が
今
日
生
き
て
い
た
ら
、
「
歴
史
の
し
る
し
」
に
ひ
そ
む
リ
ア
ル
な
真
理
を
見
抜
く
力
あ
る
彼
と
し
て
、

の
実
行
か
ら
何
を
洞
察
し
、
如
何
な
る
恒
久
平
和
構
想
の
具
体
策
を
論
ず
る
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
と
そ

ヵγ トの平和の法思想、について

(
1
)
カ
γ
ト
の
平
和
哲
学
に
お
け
る
原
点
と
も
い
う
べ
き
実
践
双
性
の
「
先
験
的
」
定
言
命
令
の
普
遍
的
妥
当
性
は
、
如
何
に
し
て
証
明
し
う
る
か
。
ま

た
、
そ
の
歴
史
哲
学
に
お
け
る
「
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
な
い
し
「
摂
理
」
的
楽
観
説
日
目
的
論
的
仮
説
は
、
証
明
不
可
能
と
い
う
批
判
(
〈
z
n
r
c
p

℃
・
勾
∞
i
由
)
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
啓
蒙
専
制
政
へ
の
期
待
の
甘
さ
、
民
主
主
義
の
正
し
い
評
価
の
不
足
や
白
白
な
「
商
業
」
主
義
の
限
界
の
認
識
、

さ
ら
に
「
永
久
平
和
」
を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的
諸
措
置
に
優
れ
た
構
想
が
多
い
が
、
な
お
不
充
分
で
あ
る
、
字
。

(
2
)
カ
シ
ト
の
「
平
和
維
持
の
た
め
」
の
公
的
紛
争
解
決
の
仲
裁
裁
判
制
度
と
し
て
の
「
常
設
的
国
際
会
議
」
構
想
(
人
倫
の
形
而
上
学
、
法
論
の
第
二
部
)

は
後
の
「
ハ

l
〆
の
国
際
司
法
裁
判
制
度
を
歴
史
的
に
先
取
り
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
」
と
い
わ
れ
る
(
官
問
、
一
五
五
頁
)
。

(
3
)
深
瀬
、
平
和
憲
法
の
問
題
状
況
と
「
平
和
研
究
」
、
平
和
研
究
三
号
、
一
九
七
八
年
五
月
、
二
一

i
一
一
三
貝
。
深
瀬
、
軍
縮
平
和
主
義
、
三
七
八

l
一一一

八
一
一
良
。
深
瀬
編
、
戦
争
の
放
棄
、
三
省
堂
、
一
九
七
七
年
、
六

i
一二一氏。
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(
4
)
中
江
兆
民
、
三
酔
人
経
論
問
答
(
岩
波
文
庫
、
島
田
訳
に
よ
る
)
、
一
八
八
七
(
明
治
二

O
)
年
は
、
洋
学
紳
企
に
カ
γ
ト
の
平
和
論
を
主
張
さ
せ
て

い
た
。
桑
原
武
夫
編
、
中
江
兆
民
の
研
究
、
岩
波
書
応
、
一
九
六
六
年
、
一
五
一
一
只
参
照
。
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